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このしおりは、「マンションすまし卜る債」についての重要な事項をお

知らせするものですので、債券の積立てを行う前に必ずご覧ください。申

込みに当たっては、このしおりの内容及ぴ申込証記載事項を承認の上、申

込証の代表者署名欄に代表者の方(理事長等)が自署してください。

また、債券の満期を迎えるまで又は債券の買入請求(中途換金の申出)

の手続を終えるまで、「積立手帳」及ぴ「届出印の登録及ぴ元利金自動振

込依頼書」などとともにこのしおりを大切に保管し、代表者の方が交代す

る際は必ず引継ぎを行ってください。
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「マンションすまい・る債」とは、独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)
に基づき発行する住宅金融支援機構債券(マンション債券)の愛称です。
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マンションすまい・る債積立てのしくみ

債券の積立て

債券の積立てとは、原則として、マンション全体の1年当たりの修繕積立金額に、前年度決算

における修繕積立金会計の残高(定期的に積み立てた修繕積立金の残高や修繕積立基金の残高な

ど修繕積立金会計の各科目の残高の合計額から借入金を除いた額をいいます。)を加えた金額の

範囲内で独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)が発行する債券(利付10

年債)を購入することをいいます。

なお、購入された債券は、必ず機構が無料で保護預り(債券の保管)をさせていただきます。

【利付10年債とは?】

一般的に利付債とは、定期的に利息が支払われ、満期が到来すると元本を返済すること

を約束した確定利付きの有価証券です。利息の支払方法や満期までの年数などに応じて

様々な種類のものが発行されています。

利付10年債とは、満期までの期間が10年の利付債をいいます。

【保護預りとは?】

保護預りとは、積み立てた債券が盗難・火災・紛失などの事故に遭い、財産の保全に支

障を来すことのないよう1こ、管理組合に代わって機構が債券を保管する制度です。

※債券は譲渡又は質入れすることはできません。

2 積立てのしくみ

同一口数で継続して積立てする場合、1回以上最大10回侮年1団連続して積み立てることガできます。

途中で1回当たりの積立口数を変更すること及び複数回分(複数年分)をまとめて積み立てる

ことはできません。

途中で積立てを中断され、その後再開する場合や積立口数を変更される場合は、再度、新たに

応募を行った上で、積み立てる必要があります。

【積立てのしくみ(イメージ)】

3

積み立てる債券の単位(発行単位)は1050万円です。

1回当たりの積立口数(積立額)は積立組合(※)にお渡しした積立手帳に記載されている口数

(金額)となりますにの口数は積立組合が本制度への応募の際に指定された口数です。)。

※機構が定める募集口数の範囲内で積立てができるマンション管理組合として、機構が選定し

た管理組合をいいます。以下同じです。

1回当たりの積立口数(積立額)

第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回

(積立開始から)

'ー
毎年1回、10回連続
して同一の積立口数
(同一金額)を積立
てできます。

<参考>積立ハ中での積立口数(積立額)の変更・積立ての中止

①

積立口数(積立額の変更

現在積み立てている債券は、積立ての途中で毎回の積立口数を変更することはできません。変更

を希望される場合は、再度、新たに応募を行った上で、積み立てる必要があります。

ご注意】

新たに応募する分について、募集口数を超える応募により抽せんとなった場合は、積み

立てられない可能性があります。あらかじめで了承ください。

新たに応募する分について、積立てができるマンション管理組合の要件等が変更となる

場合があります。この場合、応募要件に適合していないためで応募いただけない可能性

があります。あらかじめそ了承ください。

2

積立期問

3

債券の利率は、'、毎年発行の"
都度決まりますP r

積立てfごとに満期の時期が
異なります。

'^

4

毎年2月に
利息の受取

5 6

②
新規

現在減口後

●今後の積立て
①現在の積立分は積立てを中止
②新規応募分のみ積立て

7

積立ての中止

特別な手続は不要です。貝立てを中止される場合は、遡寸された粁゛裁頁1-'入書、込

書類は遡寸されません。。
^

してください積立てを中断すると翌年以降、証は、

これまでに積み立てた債券については、修繕王事のために買入請求を行うことも、満期まで

保有することもできます。

積立用書類は積立継続用と新規応募用がそれぞれ※1

別々に送付されます。また、積立金の振込みについ

てもそれぞれ別々に行う必要があります。

ノ
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.

※2 積立口数を増やす場合、①継続十②新規の積立額

の合計は、原則として、マンション全体の1年当た

りの修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立

金会計の残高(定期的に積み立てた修繕積立金の残

高や修繕積立基金の残高など修繕積立金会計の各科

目の残高の合計額から借入金を除いた額をいいま

す。)を加えた金額の範囲内となります。

術4>

【積立口数を増やす場合】

②ム,"、

繊"・・1-。積立て 0)②別々(※1)
十く積立限度額にこ注

継続継続積立て
①

現在増口後

【積立口数を減らす場合】

19年後

積立中止
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1 初回の積立てを行う時

①「保護預り申込書兼告知書」

②一1 偏出印の登録及ぴ元ネ栓自動振込依頼割卸字内容に変更がない場合)

②一2 嘱出印の登録及ぴ元利金自動振込依頼割卸字内容に変更がある場合)

③「申込証」

④「振込依頼書」

2 2回目以降の積立てを行う時

①「申込証」

②「振込依頼書」

3 変更手続時(代表者の方の氏名・住所、積立組合の名称・所在地、代表者以外の方

の連絡先(会計担当役員等の方や管理会社等)、届出印の変更の場合)

「登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)」

変更手続時(元利金自動振込先口座のみの変更の場合)

「登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

買入請求(中途換金の申出)をする時

「債券買入請求書」

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

機構は、高度情報通信社会における個人情報の保護及ぴ適切な管理の重要性を深く認識し、保有する個人

情報を適切に取り扱うこととし、個人情報の保護に関する法令その他の諸規範を遵守するとともに、プライ

バシーポリシーに従い、個人の権利利益の保護のために誠実かつ積極的に取り組みます。

機構のプライバシーポリシーについて、詳しくはホームページ(h杜PS://VVVVVV.jhf.80.jp/privacy/

Poticy.htmD をご覧ください。

反社会的勢力と関係がある管理組合はこの制度を利用できません。

積立開始後に、反社会的勢力と関係があることが判明した場合、機構は積立組合に対して積立継続をお断

りし、既に積み立てていただいた債券については、積立組合の承諾を得ることなく、中途償還します(師

P44参§引。

5

このしおりでは、機構からお送りする書類の名称から「マンションすまい・る伺を省略して記載しております。

※このしおりは2020年11月現在における情報に基づいて作成しております。

3

本人確認に関するお願い

マンションすまい・る債のご利用に当たっては、以下の際に積立組合の代表者の方の氏名・住所・生年月

日の記載された公的機関の発行した証明書類等によりご本人であることを確認させていただきます。これら

の書類は、所得税法等の定めに基づきご提出いただく必要がありますので、ご理解の上、ご協力くださいま

すようお願いします。

初回の積立手続(2020年度の積立用書類返送期問は、2020年11月16日~12月25日)を行う場合

・積立組合から届け出てぃただいてぃる代表者の方に変更が生じた場合

※上記の取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。

※本人確認ができない場合は、各種お取引のご請求をお受けできませんので、ご了承ください。

※本人確認のためご提出いただいた代表者の方の氏名・住所・生年月日が記載された次のいずれか1つの書

類は、機構が定める期問保管し、ご返却には応じかねますので、ご了承ください。

・2012年明旧以倒こ交付さ村鍾転経歴証明書のコピー俵裏両面運転免許証のコピー(表裏両面)

印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)・健康保険証のコピー(住所の記載があるもの)

・住民基本台帳力ードのコピー(表裏両面)・住民票(発行後3か月以内の原本)

・パスポートのコピー(顔写真のぺージ及ぴ所持人記入欄(住所等記入済)のぺージ)

・マイナンバーカードのコピー(表面のみ)

※本人確認を含め、機構の求めに応じた手続及び書類の提出がなされない場合、積立ての資格を失います。

法人番号提供に関するお願い

2016年1月の「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」開始に伴い、マンション管理組合が法人登記

を行っている場合又は収益事業開始届出若しくは給与支払事務所等の開設届出を行っている等の場合、法人番

号が指定されることになりました。また、所得税法等に基づきご提出いただく「保護預り申込書兼告知書」の

告知事項に法人番号が追加されました。

法人番号の指定を受けている積立組合におかれましては、「保護預り申込書兼告知書」の法人番号の有無欄

の「有」に0を記入した上で、法人番号をご記入いただきますようお願いします。また、告知に当たっては、

法人番号確認書類(法人番号指定通知書のコピー又はインターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で検

索した結果を印刷したもの(6か月以内に印刷したもの))を併せてご提出いただく必要があります。ご理解

の上、ご協力いただきますようお願いします。

なお、法人番号の指定を受けていない積立組合は、「保護預り申込書兼告知書」の法人番号の有無欄の「無」

に0を記入してください(法人番号欄の記入は不要です。)。

また、マンションすまい・る債を保有している間に法人番号の指定を受けた場合は、機構に法人番号をご提

供いただく必要がありますので、機構住宅債券事務センター(03-5800-9479)まで速やかにご連絡ください。
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第1章各種手続

積立手続

積立用書類到着後の流れ

●積立用書類のご返送(1ν16~12/25)

※返送先は事務受託銀行(みずほ銀行証券部)となります。

積立組合の手続

.

▼'

●積立金の振込み(1V16~2/3)

毎年

●積立て(年1回 11月~2月頃、最高10回)

●利息のお受取(年1回 2月)

修繕工事を実施する場合

●債券の買入れのご請求(中途換金の申出)

※初回の積立てから1年経過以後

●マンション共用部分リフォーム融資のご利用

構の手続

積立用書類の送付

2 積立てのスケジュール

毎年 ▼

●積立用書類(2回目以降)の送付(年1回

11月頃、最高10回)

●残高証明書の送付(年1回ご希望の月)

●利払通知書の送付(年1回 1月頃)

●発行通知書の送付(年1回 3月頃)

●マンション管理情報誌の送付(年2回)

▼'

債券の発行(2/22)

2020年度応募の積立てのスケジュールは、以下のとおりです。

初回の積立てから10年後似降、毎年各積立てから10年倒

満期償還金のお受取(2月)

積立回数

第 1 回

積立用書類の送付

(機構→積立組合)

第2回から

第10回

2020年11月15日頃

※積立てを行わなかった場合は、それ以降の積立ての権利を失います(既に積立てを行った債券

は有効です。)。

※上記の債券の発行日が銀行休業日に当たる場合は、翌営業日に債券発行を行います。

※第2回以降の積立のスケジュールは、変更となる場合があります。

【ご注意】

積立てに当たっては、機構が定めた各手続の期間内に所定の手続(.積立用書類の返送

十.積立金の振込み)が完了しない場合、その積立手帳に係る積立ての権利を失います

(他の積立手帳に係る積立ての権利や新たな応募には支障はありません。)。

必ず 1 積立用書類の返送→②積立金の振込みの順で手続をお願いします。

①積立用書類返送期間内に有効な積立用書類の返送がない積立金の振込みに対しては、

債券発行を行わず、積立組合へお知らせすることなく返金させていただきます。

なお、返金に係る振込手数料は積立組合の負担となり、振込手数料を控除して返金し

ますのでで了承ください。

②積立用書類返送期問内に有効な積立用書類の返送があっても、積立金振込期間を経過

した後の積立金の振込みはお受けできません。この場合、積立組合へお知らせするこ

となく、債券発行は行いません。

積立用書類の送付において、書類が]つでも不足した場合、債券の積立てができなくな

ることがありますので、そ注意ください。

なお、書類の到着確認に関するお問合せには応じかねます。期限には余裕をもってそ送

付くださいますようお願いします。

※積立手続は全て機構が指定する事務受託銀行であるみずほ銀行証券部を通じて行ってい

ただきます。

なお、手続は全て郵送及ぴ振込みにより行うことになります(機構及ぴみずほ銀行の

窓口では手続はできません。)。

2029年まで

毎年れ月中旬頃(予定)

積立用書類の返送領立組合→

みずほ銀行証券部)

2020年11月16日

~12月25日

2029年まで

毎年11月中旬~

12月下旬(予定)

初回の積立てから10年後似降、毎年各積立てから10年倒

満期償還金支払通知書の送付(1月頃)

.

積立金の振込み

(積立組合)

2020年11月16日

~2021年2月3日

2029年まで

11月中旬~

翌年2月上旬(予定)

債券の発行

(機構)

2021年2月22日

2030年まで

毎年2月20日(予定)



3 積立ての手順と必要書類

構>く機

^積立用書類の送付

^債券発行通知書の送付

STEP@積立用書類の送付

積立てのスケジュール(廊P6参照)に基づき、積立用書類を機構から積立組合の代表者の方

のご自宅又は積立組合が別途指定した管理会社に送らせていただきます。

第2回以降の積立てについては、積立用書類を毎年11月中旬頃(予定)に送らせていただきます。

積立用書類は、積立申込書(第1回の積立てに当たりご応募いただいた申込書)にご記入いた

だいた積立予定回数にかかわらず、前年度に積立てを行った積立組合に送付します。積立てを継

続しない場合、特別な手続は不要です。送付された積立用書類は破棄していただいて結構です。

なお、積立てを中断すると翌年以降、積立用書類は送付されません。

機構から積立用書類を送る際は簡易書留郵便により送らせていただきます。

第1回の積立ての際に機構からお届けする書類

※応募受付期間に「送付先指定依頼書」(師P35、36参照)をご提出いただいた場合は、初回積

立用書類はご指定の管理会社に送付されます。同封されている積立手帳と本冊子(しおり)は

代表者の方に引継ぎを行う等により大切1こ保管してください。

1"

事務委託

<積立組合>

,^必要書類の準備
STEP@必要書類の返送^

STEP 0 積立金の準備

STEP@積立金の振込み^

^積立金及ぴ積朗書類の確認
^債券の発行
.8 債券発行の報告及ぴ債券

の保護預り

【ご注意】

2回目以降に送付する書類の種類・名称・内容は一部変更することがありますの
了承ください。
・書類への記入に当たっては、消せるボールペンを使用しないでください。
・機構から送らせていただいた書類を紛失された場合は、機構住宅債券事務センターま
でご連絡ください。

機構住宅債券事務センター 03占800-9479(通話料金がかかります。
営業時問 9:00~17:00 (土日、祝日、年末年始は休業)

機構等からの書類の送付先をご担当の管理会社に変更等する手続において
使用する書式

送付先指定(変更・中止)依頼書を機構住宅債券事務センターにご返送い
ただく際に使用する封筒

送付先指定(変更・中止)依頼書返送用封筒の[ご連絡先]欄に貼付する
シール

<みずほ銀行証券部>

積立用書類

積立手続のご案内(概要)

主な発行条件のお知らせ

保護預り申込書兼
告知圭

届出印の登録及ぴ
元利金自動振込依頼書

返送用封筒

書類の内容

積立手続のスケジュールや必要書類などの手続の概要が記載された書面

今回積み立てる債券の発行条件(利率など)が記載された書面

積み立てた債券を機構が保護預りさせていただくために必要な書類(師
P49、 50参照)

積立てに関する手続全般で使用する届出印を指定していただくため並びに
利息、買入代金(中途換金の代金)及び満期償還金を今後お受取になる際
の金融機関の口座を指定していただくための書類。応募をされてから現在
までに代表者等にホ更があった白合は、この書頁で熨更の届をしてくだ
しい。師P51~54参照

機構が指定する債券の発行条件(利率など)に同意して積立金を払い込むこ
とが記載された書類で、債券発行の申込みに必要なもの(師P55、56参照)

振込み後の

記載事項保護シール
(返送用封筒用)

積立手帳

申込証

振込依頼書
(振込金受領書付き)

マンションすまい・る債
のしおり順立手帳別冊)

積立関係書類保管用
ファイル

登録内容の変更届出書

伉利金自動振込依額書兼剛

積立手続に必要な書類を積立組合からみずほ銀行証券部にご返送いただく
際に使用する封筒

返送用封筒の[積立手続についての連絡先]欄に貼付するシール

【重要・要保存】積立てができる管理組合であることを証する書面。代表者の
方力§交ftする際には、必ずこのしおりなどとー%者に引継ぎを行ってください。

必ずこのしおり

第2回以降の積立ての際に機構からお届けする書類

積立金を振り込んでいただくための書類(廊P57、58参照)。
振込金受領書は、証拠書類として大t に保管してください。

【重要・要イ呈存】本冊子。代表者の方が交代する際には、
の引継ぎを行ってください。

積立用書類

2回目以降の積立てを行
うお客さまへ

主な発行条件のお知らせ

申込証

積立手帳など積立組合のお手元で管理していただく書類を保管するための
ファイル

今後の変更手続において使用する書式(師P63~66参照)

振込依頼書
(振込金受領書付き)

返送用封筒

記載事項保護シール
(返送用封筒用)

登録内容の変更届出書
(元利金自動振込依頼書兼用)

送付先指定(変更・中止)
依頼書

送付先指定(変更・中止)
依頼書返送用封筒

送付先指定(変更・中止)
依頼書記載事項保護シール

書類の内容

積立手続のスケジュールや書類の記入方法などが記載された書面

今回積み立てる債券の発行条件(利率など)が記載された書面

機構が指定する債券の発行条件(利率など)に同意して積立金を払い込む
とが記載された書類で、債券発行の申込みに必要なもの(妙P59、釦参照)

積立金を振り込んでいただくための書類(師P61、 62参照)。振込み後
振込金受領書は、証拠書類として大切に保管してください。

申込証をみずほ銀行証券部にご返送いただく際に使用する封筒

返送用封筒の[積立手続についての連絡先]欄に貼付するシール

今後の変更手続において使用する書式(師P63~66参照)



積立用書類が届きましたら、必要書類の準備をしていただき、積立用書類返送期間内(第1回

の積立ては2020年11月16日~12月25日、第2回以降の積立ては毎年11月中旬~12 下旬(予定))

に、返送用封筒に必要書類を封入し、みずほ銀行証券部にご郵送ください。

各書類のご記入方法や注意点は、49ページ以降の「ご使用いただく書類の記入例」を参照して

ください。

必要書類の準備・返送

第1回の積立ての際に準備・返送いただく書類

法人登記していない積立組合の場合

①保護預り申込書兼告知書
②届出印の登録及び元利金自動振込依頼書

③申込証
④代表者の方の氏名・住所・生年月日が記載された下記いずれか1つの書類

・⑳12年娟1田椴絞儲村鍾転駆譚膳伽ビー(麺而)運転免許証のコピー(表裏両面)

・1建康保険証のコピー(住所の記載があるもの)・印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)
・イ主民基本台帳力ードのコピー(表裏両面)・住民票(発行後3か月以内の原本)

パスポートのコピー(顔写真のぺージ及び所持人記入欄(住所等記入済)のぺージ)
・マイナンバーカードのコピー(表面のみ)

第2回以降の積立ての際に返送いただく書類

機構から送らせていただく次の積立用書類に必要事項をご記入の上、ご返送ください。

・申込証

※代表者の方の変更など積立組合から届出いただいている内容に変更が生じた場合は、このほ、

にも必要な書類があります(師P24~34参照)。
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※①から③までの書類につきましては、機構から送らせていただいている書類に必要事項
を記入してください(消せるボールペンは使用しないでください。)。

※④の書類につきましては、個人情報保護の観点により、本籍地を黒塗りしたもの又は本
籍地の記載を省略したものをご準備ください(本籍地を黒塗りすることにより住所地が
確認できなくなる場合は、黒塗りにしないようお願いします。)。また、健康保険証のコ

ピーをご提出いただく場合は、保険者番号・被保険者記号・被保険者番号を黒塗りした
ものをご準備ください。
なお、この書類は、所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者の方にご提出いただ

くものです。

法人登記している積立組合の場合

①保護預り申込書兼告知書
②届出印の登録及び元利金自動振込依頼書

③申込証

④積立組合法人の印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)
※①から③までの書類につきましては、機構から送らせていただいている書類に必要事項
を記入してください(消せるボールペンは使用しないでください。)。

※④の書類は、届出印が積立組合法人の印鑑登録のある印であることを確認するためのも
のです。

※代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認するため、「法人登記していない積立組合の場

合」に記載した、代表者の方の書類の提出をお願いする場合があります。

【登内容に変更がある場合のご注意】

10月20日頃にお送りしている「受付番号及ぴ登録内容のお知らせ(積立手帳別紙)」ハ
ガキの登録内容に変更がある場合は、以下のとおり修正してください。
・②の「届出印の登録及ぴ元利金自動振込依頼書」の右側「変更欄」に登録内容をご記入
ください(妙 P53、 54参照)。
・代表者の変更の場合は、①から④までの書類に併せて、代表権等確認書類(師P29参照)
をご送付ください。

法人番号の指定を受けている積立組合

上記の書類に加え、法人番号確認書類(師P4参照)として次のいずれか1つの書類
・法人番号指定通知書のコピー
・「国税庁法人番号公表サイト」検索結果(6か月以内に印刷したもの)

【積立用書類のご返送に当たってのご注意】

・郵送料は積立組合の負担となります。
なお、ご返送に当たっては簡易書留郵便など配達状況が確認できる方法により確実にご
返送いただくことをお勧めします。
・書類の到着確認{こ関するお問合せには応じかねます。期限に余裕をもってご送付いただ
きますようお願いします。

・ご返送いただいた証明書類(印鑑証明書など)はご返却できませんのでご了承ください。
・必要書類の控えは大切に保管してください。
・複写式の書類については右上に「送付用」とあるものをご返送ください。「積立組合控」
はご返送不要です。積立手帳とともに大切に保管してください。

【届出印についてのご注意】

届出印は、今後の積立手続(債券の買入請求(中途換金の申出)や代表者の方の変更な
どの各種届出等)において使用する印で、みずほ銀行証券部が積立組合からの真正な申出
であるか否かを確認するためにお届けいただくものです。
なお、届出印は、原則として代表者の方個人の印ではなく、次の印となります。

(法人登記していない積立組合)積立組合の印(理事長印等)
(法人登記している積立組合)法人の印鑑登録のある印

【元利金自動振込先口座についてのご注意】

利息、償還金及ぴ買入代金をお受取になる際の口座は、修繕積立金の管理のための口座
で、次の条件を全て満たす口座をご指定ください。
・積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管理規約に定められた積立組合の名称と
同一であるもの

・普通預金又は当座預金(定期預金、金銭信託等はご指定できません。)
・銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ
銀行等の国内店舗の口座信正券会社及ぴ保険会社の口座はご指定できません。)
この条件に該当する口座がない場合は、積立手続時までに口座の開設をしていただくこ
ととなります。



STEPO ・@

積立用書類と同封の「積立手続のご案内」記載の積立金の振込期間内に、みずほ銀行に設置す

る指定口座へ積立金をお振り込みください。

なお、お振込みいただいた積立金(申込証拠金)には、債券の発行日までの利息は付きませ

ん。

振込みの手に関するご注意】

・積立金の振込みに際しては、機構から送らせていただく「振込依頼書」を必ず使用して

ください。

積立金の準備・振込み

事務処理上の都合により、本債券の積立金の振込みについては金融機関(※)の窓口の

みの取扱いとさせていただきます(ATM及ぴ口座振替を利用した振込みはできませ

ん。)。

※銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、労働金庫等の国内

店舗に限ります(ゆうちょ銀行は、ご利用できません。)。

振込手数料は積立組合の負担となります。

お振込みいただいた積立金(申込証拠金)について、振込みに関する証明書及ぴ債券の

発行日までの残高に関する証明書は発行しません。_積立金の振込みを行った後は、「振

込金受領書」(振込依頼書の右紙片)を振込みの証拠書類として積立組合で大切に保管

してください。

積立金及ぴ積立用書類の確認'6

積立組合から振り込まれた積立金及びご返送された必要書類に基づき、みずほ銀行証券部が債

券の積立金額や書類の内容の確認を行います。必要書類が不足するなどの場合は、みずほ銀行証

券部から積立組合に連絡をさせていただきます。

12

^債券の発行

積立ての必要書類及ぴ積立金がととのいましたら、所定の債券発行日に債券を発行します。

^債券発行の報告・債券の保護預り・「発行通知書」の送付

機構はみずほ銀行証券部から債券を発行した旨の報告を受けます。発行した債券は、機構から

の再委託によりみずほ銀行証券部で保護預りします。

その後、手続が完了し債券を発行した旨を記載したハガキ(「債券発行のご案内」(発行通知

書))を機構から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定した管理会社宛てにお

送りします(3月中旬予定)ので、大切に保管してください。

発行通知書を万一紛失された場合には、再発行の申請が必要になります。詳しくは、「⑩こん

なときには・ー?」(師P40参照)の「債券発行のご案内(発行通知書)を紛失した」をご覧くだ

さし、。

債券の利息の受取

利息の受取のスケジユール

満期まで毎年1

積立回数

第1回

回定期的にご指定いただいた口座に、債券の利息をお振込みします。

利息の受取日債券の発行日

2022年から2031年までの毎年2月20日
2021年2月22日

(計10回)

各債券発行後10年間毎年2月20日
2030年まで毎年2月20日(予定)

(各債券10回ずつ)(予定)
第2回から第10回

【ご注意】

上記のスケジュールは2020年度応募の積立てのものです。

上記の債券の発行日が銀行休業日に当たる場合は、債券の発行日はその翌営業日になり

ます。

上記の利息の受取日が銀行休業日に当たる場合は、利息の受取日はその前営業田になり

ます。

第2回以降の債券の発行スケジュールは変更となる場合があり、これに伴い利息の受取

日も変更となることがあります。



2 債券の利率・毎年の受取剰息額・課税

第1回積立(今年度発行債券)の満期までの単年利率(毎年の利率)と 10 (50万円)当たり

の受取利息額は以下のとおりです。

なお、債券の利息は源泉分離課税の適用となり、所得税及ぴ復興特別所得税の合計15.315%

(2020年11月現在の税率)相当額を差し引いてお支払いします(%期日後の利息は付きません。)。
n020年度発行債券】

経週年数
毎年の受取利息額

単年利率
(税引前)

(毎年の利率)
A

1年目 50万円 X O.010%0.010%

2年目 0.024% 50万円 X O.024%

3年目 50万円 X O.041%0.041%

4年目 0.057% 50万円 X O.057%

5年目 0.073% 50万円 X O.0乃%

6年目 50万円 X O.083%0.083%

7年目 50万円 X O.104%0.104%

8年目 50万円 X O.120%0.120%

9年目 50万円 X O.136%0.136%

10年目 50万円 X O.152%0.152%

※今後の税率等は、変更される可能性があります。詳しくは、

受取利息額の案内

毎年、1月中旬頃に、機構から受取利息額等を記載した利息の支払に関する事前案内を代表

者の方(理事長等)又は積立組合が別途指定した管理会社へ送付します。

所得税及び 毎年の

復興特別所得税受取利息額

(15.315%)(税引き後)
B A- B

50円 7円 嶋円

120円 18円 102円

205円 174円31円

285円 242円43円

365円 55円 310円

415円 352円63円

520円 79円 441円

600円 91円 509円

576円680円 104円

760円 644円116円

最寄りの税務署等にお問合せください。

第2回以降の利率・受取利息額等

受取利息額を算出するために機構が設定する年平均利率は、市場金利の水準等を勘案して決

定します。

積み立てた債券がいったん発行されれぱ、その債券に関する満期までの利率や受取利息額は

確定しますが、第2回以降の各回の積立てにより発行される債券の利率や受取利息額は、今後

の発行条件決定時の市場金利水準等を勘案して決定されます。

各回の債券の利率はそれぞれ異なりますので、機構ホームページ又は毎年11月中旬頃に機構

から送付する積立用書類でご確認ください。

<参考>年平均利率

「年平均利率」とは、債券ごとに受取利息額(税引前)の総額を債券発行からの経過年数で

平均した利率で、債券発行からの受取利息(税引前)の伴念額」を算出する際に利用します。

このため、実際の毎年(単年)お受取になる利息額に対応する「単年利率」とは異なります。

この債券では、債券発行からの期間が経過するほど「年平均利率」が上昇します。

経過年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

年平均利率 0.010% 0.017% 0.025% 0.033% 0.041% 0.048% 0.056% 0.064% 0.072% 0.080%

<年平均利率の考え方>例:3年目の利率

1年目の利息50円、 2年目の利息120円、 3年目の利息2仍円

(50円十120円十205円)÷50万円÷ 3年=0.025%
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告知書・支払調書の取扱い

債券の利息を受け取られる積立組合は、所得税法等により利息の受取日現在での積立組合の名

称・所在地及ぴ代表者の氏名・住所等を、利息の支払者である機構に対して告知することが義務

づけられています。

また、利息の支払者である機構は、告知していただいた内容及ぴ支払利息額などを記載した支

払調書の提出を税務署に対して行うことが義務づけられています。

こうした所得税法等の取扱いに基づき、積立組合の代表者の方の氏名・住所等を届け出ていた

だく際は、積立組合が法人登記をされていない場合は代表者の方の証明書類(住民票など)を、

法人登記をされている場合は法人の印鑑証明書を併せてご提出いただく必要があります。あらか

じめご了承ください。

0.0給%
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3 債券の利息の受取方法

構>く機

^利患の支払に関する
事前案内

(利金支払ので案内
(利払通知書))

^利息の支払に関する事前案内

利息の受取日が近づきますと、受取利息念頁や元利金自動振込先口座(師PI0参照)などを記載

した利息の支払に関する事前案内のハガキ(「利金支払のご案内」(利払通知書))を機構から積

立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定した管理会社へ送らせていただきます(1

月第7営業日頃に発送予定)。

なお、「利金支払のご案内(利払通知書)」に記載している利息額は前年12月末の残高に基づい

ているため 1月又は2月に買入(中途換金)代金をお支払いする場合、実際の利患額とは異な

りますのであらかじめご了承ください。

利払通知書を万一紛失された場合には、再発行の申請が必要{こなります。詳しくは、「φこん

なときには・ー?」(師P40参照)の「利金支払のご案内(利払通知書)を紛失した」をご覧くだ

さし、。

事務委託

^元ネ恰自動振込先口座等
のそ確認

(元痢儉自動振込先口座を
変更する場合の変更の届出)

<積立組合>

^元利金自動振込先口座等のご確認

「利金支払のご案内」(利払通知書)が届きましたら、案内の記載内容をご確認ください。ご不

明な点がございましたら、住宅債券専用ダイヤル(師裏表紙参照)までお問合せください。ま

た、元利金自動振込先口座に誤りや変更がある場合は、「利金支払のご案内」(利払通知書)を受

領後、速やかにみずほ銀行証券部(師裏表紙参照)まで変更の届出をしてください。

<みずほ銀行証券部>

^元ネ恰自動振込先口座へ
利息、のお支払

利息の受取日に、みずほ銀行から元利金自動振込先口座に振込みにより利息をお支払します。

【手続に当たってのご注意】

代表者等変更の都度、速やかな変更の届出がない場合には、利息の支払等に支障が生

じます。総会等で代表者等変更の決、がなされ次第、速やかに変更の届出をお願いしま

す(師P24~34参§引。利息の支払の直前に変更の届出をいただくと、書類の不備等によ

り変更手続が完了しない場合、利息の支払遅延の原因となります。

元利金自動振込先口座へ利息のお支払

債券の買入れ(中途換金)

債券の買入手続

15

積立ては、継続して10回の積立てが可能ですが、共用部分の修繕工事費に充てる等の場合に

は、第1回の積立ての債券発行から1年以上経過すれぱ買入請求(中途換金の申出)ができま

す。

<買入請求可能時期>

買入請求受付:2022年2月21日

買入代金払戻し:2022年4月~

ただし、以下の債券は買入請求できません。

・第2回から第10回までの積立てに係る債券で、発行から2か月以内のもの

買入代金の支払日が満期償還月(発行から10年後の2月)となる債券

16

買入れには、機構による審査及ぴ承認が必要です。審査の結果、ご希望の月に買入れができ

ない場合がありますので、ご了承ください。

なお、マンションの緊急の修繕工事など、やむを得ない事情により債券を換金する必要があ

る場合は、債券発行から1年以上経過していなくても買入れに応じることがあります。

買入れの単位

買入れは必ず10 (50万円)単位で行います。50万円未満の買入請求(例

円未満の端数が付いた買入請求(例:170万円)はできません。

※2002年度以前の積立開始分の買入れは 10100万円単位で行います。

積み立てた債券の残高と買入口数

買入請求を行う時点で積み立てた債券の残高の範囲内であれぱ、一部でも全部でも買入請求

が可能です。

なお、一部買入れの場合には、買入れを行う債券は、買入口数に応じて積立ての時期が古い

債券からの順番となります(積み立てた時期が新しい債券を指定して買入れを行うことはでき

ません。)。

残高の一部を買入れした後の残りの債券については、その後、修繕王事のために再度買入請

求を行うことや、満期まで保有することが可能です。

積立手帳を複数お持ちの場合は、積立開始時期にかかわらず買入請求を行う手帳をお選ぴい

ただけます。

49万円)や50万

,
、
,



買入れの回数

積み立てた債券を複数回に分けて買入請求することも可能です(回数に制限はありません。)。

ただし、同じ月に買入請求を行うことができる回数は1回のみです。

買入金額及ぴ課税

買入金額は積み立てた債券10 (50万円)に対し50万円です。

※2002年度以前の積立開始分の買入金額は 10 (100万円)1こ対い00万円です。

また、これに加えて、買入れを行う直前の利息の受取日の翌田から買入時までの期問に応じ

て算出した経過利息をお支払します。

なお、課税は経過利息に対してのみ行われ、課税の取扱いは源泉分離課税となります(経過

利息は所得税及ぴ復興特別所得税の合計15.315%(2020年11月現在の税率)相当額を差し引い

てお支払します。)。

※今後の税率等は、変更される可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署等にお問合せ

ください。

買入手数料

買入手数料はかかりません。

積立ての継続

債券の積立てを継続中で、債券の全部を買入れした後も積立てを継続して行うことを希望す

る場合は、「債券買入請求書」(師P67、68参照)の今後の積立継続を「(希望する)」に0をす

ることで積立ての継続力句能です。

参考例

毎年300 (1,500万円)ずつ積立てを行っている積立組合が、修繕工事のため第1回目の積立

てから3年半後に、債券の買入れを希望している場合

<買入請求可能口数の考え方>

・積立てを行った回数=第1回から第4回(第1回から数えて3年後の積立回数)までの計

4回

・積立債券の残高=30口X 4回=」200

17

10~1200 (50万円~6,000万円)の範囲内で買入請求か可能

この積立組合が、500 (2,500万円)の買入れを希望

買入れの順番は、積立ての時期が古い債券からとなるため、第1回の積立分(300)と第2

回の積立分のうち20口を合せた500 (2,500万円)の買入れを行うことになります。

【イメージ図】

積立開始 3年半(シ
トーーーーー^

第1回

ーーーーーーーーーーーーー、
.^■......ー.ー.ーー"........■.■.........■■■....■■.■..■.'

30国......」.."....」.."

13

第2回

買入れ実施

14

第3回

2θ田・・・・・・1・・・

第4回

買入時は、半年間 B年目の利息受取日の翌日から買

入時まで)の経過利息も含めてお受取いただけます。

積立開始から1年以上経過しているので、

保有する120口の範囲内で10 (50万円)

単位の買入請求力句能です。

第5回

年後

積立て時期が古い債券から順番に

買入れを行います(買入れを行う

債券の指定はできません。)。

^^^^

(積立開始から)1

^^^^■^^^
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第2回の残りの10口は、

再度の買入れや満期まで

の保有力句能です。

買入手続後の第5回目以降も、当初と

同じ30口の積立てが継続できます。
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2 債券の買入手続の流れ

く機

^買入れに係る意思■
確認

構>

STEPO

<積立組合>

^積み立てた債券の
残高のこ確認

^買入請求必要書類
のこ送付

お手元にある最新の残高証明書(師P21参照)をご覧いただくか、住宅債券専用ダイヤル(師

裏表紙参照)にご照会いただき、積み立てた債券の残高の確認を行います。

事務委託

積み立てた債券の残高のご確認

ご希望の買入額が決まりましたら、「債券買入請求書」(師P67、68参照)に買入希望額(買入

希望口数)や買入請求の理由などを記載した上で、「積立手帳」とともにみずほ銀行証券部にご

送付ください。

「債券買入請求書」と「積立手帳」が月の1日から15日までの問に送付(消印有効)され、か

つ、同月20日(銀行休業日に当たる場合は前営業日)までにみずほ銀行証券部に到着し、内容に

不備がなかったものは翌月10日(銀行休業日に当たる場合は前営業日)のお支払となります。

ご提出書類に不備があった場合は、お支払が遅延することがありますので、スケジユールには

余裕を持ってお手続されることをお勧めします。

積立手帳を万一紛失された場合には、再発行の申請が必要になります。詳しくは、「こんな

ときには・ー?」(師P40参照)の「積立手帳を紛失した」をご覧ください。

^買・入計算書の
記載内容のこ確認

1'

買入請求必要書類のご送付

元利金自動振込先口座へ買入代金・経過利息の支払

<みずほ銀行証券部>

亀".

^書類の確認

STEP @買入計算書を送付

手続に当たってのご注意】

債券買入請求書は機構のホームページ(https://VVVVVV.jhf.号0.jp/toan/kanrvsmile_

Seikyu.htm()よりダウンロードいただくか、住宅債券専用ダイヤル(師裏表紙参照)
へご請求ください。

・郵送料は積立組合の負担となります。

なお、買入請求必要書類のご送付に当たっては、簡易書留郵便など配達状況が確認でき

る方法{こより確実に送付していただくことをお勧めします。

・債券買入請求書の控えは大切に保管してください。

・代表者等変更の都度、速やかな変更の届出がない場合には、買入代金支払等に支障が生

じます。総会等で代表者等変更の決議がなされ次第、速やかに変更の届出をお願いしま

す。(師 P24~34参,.引

STEP 命元刑儉自動振込先口座へ
買入代金経過利息の支払

20

^書類の確認

送付していただいた書類の内容の確認を機構住宅債券事務センター及ぴみずほ銀行証券部で行

います。書類の不備や記載事項に不明な点がある場合は、機構住宅債券事務センター又はみずほ

銀行証券部から積立組合にお問合せさせていただくことがありますので、あらかじめご了承くだ

さし、。

^買入請求に係る意思確認

理事長以外の会計担当役員等の方に対し、機構住宅債券事務センターからお電話にて買入請求

の意思確認をさせていただきます。意思確認がとれ次第、買入請求の手続を進めさせていただき

ます。

【ご注意】

・会計担当役員等の方のご連絡先は、平日の日中に確実に連,がとれる連絡を債券買入

請求書にご記入ください。

月末までに買入請求の意思確認ができない場合は、翌月10日住艮行休業日に当たる場合

は前営業日)の買入代金の交付時期に買入代金及ぴ経過利息をお支払できませんので、

ごア承ください。

19

買入請求から買入代金をお支払するまでの間に、買入額・経過利患信頁・元利金自動振込先口座

などを記載した「買入計算書」をみずほ銀行証券部から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立

組合が別途指定した管理会社に送らせていただきます。

また、^でご送付いただいた積立手帳も併せてご返送いたします。

買入計算書を送付

^買入計算書の記載内容のご確認

買入計算書が届きましたら、記載内容を確認し、ご不明な点があれぱ買入請求を行った月の月

末までにみずほ銀行証券部(師裏表紙参照)にお問合せください。

所定の期日に、みずほ銀行から元利金自動振込先口座に振込みにより買入代金及ぴ経過利息を

お支払します。

※債券の満期日(師P22参照)の属する月の前月に買入請求の手続をされた場合は、満期を迎え

る債券は買入れの対象から外れます(満期償還の対象となります。)。



'

毎年1回、積立組合が希望する月に、機構が残高証明書(ハガキ)を発行し、代表者の方(理

事長等)又は積立組合が別途指定した管理会社宛てに送付しますので大切に保管してください。

送付希望月は応募時に「積立申込書」にご記入いただくことで指定していただいており、発行

する残高証明書には前月末の残高を表示しています。

なお、残高証明書は送付希望月の第7営業日頃に発送します。それ以前の送付については、ご

希望に添えませんのでご了承ください。

【ご注意】

積立金の振込みが完了していても、まだ債券が発行されていない場合は、その積立金額

については残高証明書の債券残高には含まれません。

(例) 2020年11月~2021年2月に積立金の振込みをした場合、 2021年3月以降送付の残高

証明書に記載されます。

※残高証明書を万一紛失された場合や、臨時の発行を希望する場合には、再発行の申請が必要

になります(この場合の残高証明書はハガキではなく封書にて送付します。)。

巧美高証明書発行申請書」を機構のホームページ(hせPS://WWWI.fastdoud.jp/jh什aq/jhf/

Web/kn0Ⅷed8e267.htm[)よりダウンロードしていただくか、住宅債券専用ダイヤル(師裏表
紙参照)へご請求ください。

申請書のご提出に当たっては仔美高証明書発行申請書」記載の注意事項(積立手帳のコピー

を添付等)をご確認ください。

また、申請書をご提出いただいてから残高証明書の発行まで数日かかりますので、あらかじ

めご了承ください。

※残高証明書の送付時期を変更したい場合には、変更の届出が必要になります。詳しくは「φ

こんなときには・ー?」(師P40参照)の「残高証明書の送付時期を変更したい」をご覧ください。

残高証明書

債券の満期償還

満期償還額(満期日にお支払する☆動は積み立てた債券10 (50万円)に対し50万円となりま

す(2002年度以前の積立開始分は 10 (100万円)に対し100万円)。

また、満期日にはその債券の10回目(最終回)の利息を併せてお支払します(満期後は利息はつ

きません。)。

なお、満期償還金により、自動的に新たな債券での積立てを継続する取扱いはございません。

その年度の満期償還金をもって、新たに積み立てる債券の払込みに充当することができませんの

で、ご留意ください(別途、積立てのための資金のご用意が必要になります。)。
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2 債券の満期のスケジュール
積み立てる各債券の満期は、その債券の発行時期から10年後となります。

積み立てる債券の満期日(満期償還金の支払日)積み立てる債券の発行日積立回数

2031年2月20日2021年2月22日第1回

2040年まで毎年2月20日(予定)第2回から第10回 2030年まで毎年2月20日(予定)

※上記のスケジュールは2020年度応募の積立てのものです。

※上記の債券の発行日が銀行休業日に当たる場合は翌営業日に債券発行を行います。

※上記の債券の満期日が銀行休業日に当たる場合は前営業日に満期日となります。

※第2回以降の債券の発行スケジュールは変更となる場合があり、これに伴い債券の満期日も

変更となることがあります。

債券の満期償還額

3 満期償還手続の流れ

く機 構>

^満翅償還に関する
(満期償還金支払の
で案内(満期償還
金支払通知書))

^満期償還に関する事前案内

満期が近づきますと、満期償還額や元利金自動振込先口座(師PI0参照)などを記載した満期

償還に関する事前案内のハガキ(「満期償還金支払のご案内」(満期償還金支払通知書))を機構

から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定した管理会社へお送りします(1月

第7営業日頃に発送予定)。なお、「満期償還金支払のご案内(満期償還金支払通知書)」に記載

してぃる満期償還額は、前年12月末の残高に基づいていますのであらかじめご了承ください。

^元利金自動振込先口座等のご確認

事務委託

^鯏金饋鎚先唾知醍認

△^

STEP @元利金自動振込先回座へ
満期償還金のお支払

「満期償還金支払のご案内」(満期償還金支払通知書)が届きましたら、案内の記載内容をご確認

ください。ご不明な点がございましたら、住宅債券専用ダイヤル(師裏表紙参照)までお問合せく

ださい。また、元利金自動振込先口座に誤りや変更がある場合は、「満期償還金支払のご案内」(満

期償還金支払通知書)を受領後、速やかにみずほ銀行証券部(師裏表紙参照)まで変更の届出をし

てください。

^元利金自動振込先口座へ満期償還金のお支払

<積立組合>

満期日に、みずほ銀行から元利金自動振込先口座に振込みにより満期償還金をお支払します。

手続に当たってのご注意】

代表者等変更の都度、速やかな変更の届出がない場合には、満期償還金の支払等に支

障が生じます。総会等で代表者等変更の決議がなされ次第、速やかに変更の届出をお願

いします(師P24~34参照)。満期償還金の支払の直前に変更の届出をいただくと、書類

の不備等により変更手続が完了しない場合、満期償還金の支払遅延の原因となります。

<みずほ銀行証券部>
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. 積立組合に負担いただく主な費用・税金

積立時

時期

毎年1回の定期の利息受取時

買入れ時

項目(主なもの)
税率

積立金の振込手数料

積立てに必要な書類の作成費及ぴ郵ゞ費
利息に対する所得税及ぴ復興特別所得税(源泉分離

利息X巧.315%
課税)

債券買入請求書及ぴ積立手帳の郵送費

経過利息に対する所得税及ぴ復興特別所得税(源泉利息X15.315%

分離課税)

利息に対する所得税及ぴ復興特別所得税(源泉分離
利息X]5.3]5%

課税)
満期時

代表者変更や利息・買入代

金・満期償還金を受取るため
手続に必要な書類の作成費及ぴ郵送費

の振込先口座の変更手続など

の各種手続

(注) 2020年11月現在の税率を記載しています。

今後の税率等は、変更される可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署等にお問合せ

ください。

代表者の方の変更など積立組合から届出いただいている内容に変更が生じた場合は、その都度

変更届を速やかにご提出していただく必要があります。速やかな変更の届出がない場合には、買

入代金の支払や利息の支払等に支障が生じることがあります。

※書類の送付先を管理会社としている場合で、ご担当の管理会社が変更となったときは、併せ

て「送付先指定(変更・中止)依頼書」の提出により送付先を変更する手続が必要です(師

P35、 36参R引。
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【手続に当たってのご注意】

・毎月15日までに送付(消印有効)され、かつ、20日住艮行休業日に当たる場合は前営業

日)までにみずほ銀行証券部に到着し、同日までに不備なく処理が終了した変更内容が

翌月から反映されます。

※積立用書類については、発送される月(11月を予定)の前々月(9月)に処理が終了

した変更内容が反映されます。

・代表権等を確認するためにご提出いただく書類は、必要事項が記載されているか内容を

十分ご確認の上、お送りください(師P29参照)。

・ご提出書類に不備があった場合は、変更処理が遅延することがありますので、スケジュー

ルには余裕をもってお手続されることをお勧めします。

・郵送料は積立組合の負担となります。

・郵送に当たっては簡易書留郵便など配達状況が確認できる方法により確実に送付してい

ただくことをお勧めします。

・変更届の控えは大切に保管してください。

・^亘司璽lj,の必要書類のうち、積立手帳についてはみずほ銀行証券部での手続終了後

に積立組合(又は管理会社)へ返送します。ただし、証明書類(印鑑証明書など)は返

却できませんので、ご了承ください。

事務委託

<みずほ銀行証券部>構>く機 <積立組合>

^変更手続に必要な
書類の送付
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^代表者等変更手続
完了のお知らせ

変更手続

^書類の確認
^変更内容の報告

変更手続の流れ
一
一



STEPO

変更手続に必要な書類をみずほ銀行証券部に送付していただきます。

「登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)」の作成に当たっては、 Exce[シートヘ

の入力による「登録内容の変更届出書簡易版作成ツール(Exce[版)」のご利用をお勧めします。

(ツールのご案内師P32参照)。

なお、積立用書類に同封した書式又は機構のホームページからダウンロードした手書き用の書

式に必要事項をご記入の上、手続することも可能です。

変更手続に必要な書類(事務受託銀行)みずほ銀行証券部証券管理室証券事務チーム

〒108-60仭東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟 TEL:03-5252-6017送付先

※書類の送付先を管理会社としている場合で、ご担当の管理会社が変更となったときは、併せて「送付

指定(変更・中止)依頼書」の提出により送付先を変更する手続が必要です(師P35、36参照)。

変更手続に必要な書類変更の内容

代表者の変更(代表者の法人瓢記していない積立組厶の場ム
氏名・住所の変更) ①登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)
( P63、 64参照) ②総会議事録・その他の新代表者の代表権を確認できる書類(師P29参照)

※行政区分又は地番の変※粁立組△によってご用意いただく圭類が異なります。
更があった場口もこの③新代表者の方の氏名.住所.生年月日が記載された次のいずれか1つの
手続が必要です。

書類

・運転免許証のコピー(表裏両面)

・2012年4月1日以後に交付された運転経歴証明書のコピー(表裏両面)
◎代表者変更手続に関す ・健康保険証のコピー(住所の記載があるもの)
るチエックリストがご

・印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)
ざいますので、ご活用 ・住民票(発行後3か月以内の原本)
ください( P34参 ・住民基本台帳力ードのコピー(表裏両面)
照)。 ・パスポートのコピー(顔写真のぺージ及ぴ所持人記入欄(住所等記入

済)のぺージ)

・マイナンバーカードのコピー(表面のみ)

変更手続に必要な書類の送付
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※③の書類につきましては、個人情報保護の観点により、本籍地を黒

塗りしたもの又は本籍地の記載を省略したものをご準備ください

(本籍地を黒塗りすることにより住所地が確認できなくなる場合は、

黒塗りにしないようお願いします。)。また、健康保険証のコピーを

ご提出いただく場合は、保険者番号・被保険者記号・被保険者番号

積立組合の名称・所在地

の変更

( P63、 64参照)

※行政区分又は地番の変

更があった場合もこの

手続が必要です。
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③積立組合法人の印鑑証明書(発行後3か月以内の原杢)

※③の書類は、届出印が積立組合法人の印鑑登録のある印であることを

確認するためのものです。

※代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認するため、「法人登記して

いない積立組合の場合」に記載した、代表者の方の書類を提出してい

ただく場合がございます。

を黒塗りしたものをご準備ください。

なお、この書類は、所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者

の方にご提出いただくものです。

法人登記している積立組合の場合

①登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

②積立組合法人の登記簿謄本又は全部事項証明書(発行後3か月以内の原

本)

法人登記していない積立組合の場合

①登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

②積立手帳

※複数の積立てをされている場合は全ての積立手帳が必要です。

③総会議事録・その他の代表者の代表権を確認できる書類(師P29参照)

※積立組合によってご用意いただく書類が異なります。

④積立組合の名称・所在地の変更に関する次の書類(注)

◆マンション管理規約

◆積立組合の名称・所在地の変更に関する集会の議事録等

◆代表者の方の氏名・イ舒・生年月日が記載された次のいずれか1つの書類

・運転免許証のコピー(表裏両面)

・2012年4月1日以後に交付された運転経歴証明書のコピー(表裏両面)

・健康保険証のコピー(住所の記載があるもの)

・印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)

・住民票(発行後3か月以内の原本)

・住民基本台帳力ードのコピー(表裏両面)

・パスポートのコピー(顔写真のぺージ及ぴ所持人記入欄(住所等記入

済)のぺージ)

・マイナンバーカードのコピー(表面のみ)

※④の書類につきましては、個人情報保護の観点により、本籍地を黒塗

りしたもの又は本籍地の記載を省略したものをご準備ください(本籍

地を黒塗りすることにより住所地が確認できなくなる場合は、黒塗り

にしないようにお願いします。)。また、健康保険証のコピーをご提出

いただく場合は、保険者番号・被保険者記号・被保険者番号を黒塗り

したものをご準備ください。

なお、この書類は、所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者の

方にご提出いただくものです。

(注)市区町村の統廃合等により単に住居表示に変更が生じたのみの場合に

ついては、①及び②に加え、変更内容が分かる行政からの通知書類等

をご提出ください(上記③及ぴ④の書類をご提出いただく必要はあり

ません。)。



法人登記している積立組合の場合

①登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

②積立手帳

※複数の積立てをされている場合は全ての積立手帳が必要です。

③積立組合法人の登記簿謄本又は全部事項証明書(発行後3か月以内の原本)

④積立組合法人の印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)

※④の書類は、届出印が積立組合法人の印鑑登録のある印であることを

確認するためのものです。

※代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認するため、「法人登記して

いない積立組合の場合」に記載した、代表者の方の書類を提出してい

ただく場合がございます。

0登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

※会計担当役員等の方や管理業務を委託している管理会社等、代表者以

外の方の連絡先力笈更となった場合も、変更届の提出が必要です。

※代表者以外の方の連絡先として登録された方に、今後、積立内容の確

認等をさせていただくことがありますので、ご了承ください。

①登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

②積立手帳

※複数の積立てをされている場合は全ての積立手帳が必要です。

※金融機関やその支店の統合により金融機関、支店又は口座番号が変わ

る場合(口座名義の変更無し)は、金融機関が発行する証明書類の写

しがあれぱ積立手帳は不要です。

※代表者変更手続に伴う元利金自動振込先口座変更で、金融機関、預金

種目及び口座番号に変更がなく、口座名義の代表者名のみが変更にな

る場合は積立手帳は不要です。

①登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

※法人登記していない積立組合の場合は、新旧の組合印の押印があるも

の

※法人登記している積立組合の場合は、新旧の印鑑登録のある印の押印

があるもの

②積立組合法人の印鑑証明書(法人登記している積立組合のみ)

※変更後の印鑑に係る発行後3か月以内の原本

代表者以外(会計担当役

員等や管理会社)の連絡

先の変更

( P63、 64参照)

元利金自動振込先口座の

変更

( P65、 66参照)

届出印の変更

( P63、 64参照)

【ご注意】
元利金自動振込先口座に変更がない場合でも、登録内容の変更届出書に振込先口座の記入が必要で

す。

なお、口座番号など、口座自体が変更となる場合は、「元利金自動振込先口座の変更」欄をご参照

ください。

^書類の確認

積立組合から送付された書類をみずほ銀行証券部において確認させていただきます。

また、書類に不備がある場合は、みずほ銀行証券部から積立組合に連絡させていただきます。

変更届の提出がない場合は、積み立てた債券を機構が買い入れる際の手続ができなくなること

や遅延するなどの支障が生じることがありますのでご注意ください。

上記の取扱いについてご不明な点がある場合は、みずほ銀行証券部(師裏表紙参照)までお問

合せください。

書類の確認が終了しますと、機構はみずほ銀行証券部から変更内容の報告を受けます。

また、手続が完了した後、変更後の内容を登録した旨を記載した「登録内容の変更手続完了の

お知らせ(積立手帳別紙)」を機構から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定

した管理会社に送らせていただきますので、大切に保管してください。

なお、お知らせは毎月中旬頃に送付します(毎月第7営業日頃に発送を行っています。)。

※届出印の変更につぃては、みずほ銀行証券部から手続完了をご連絡します。
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変更内容の報告・代表者等変更手続完了のお知らせ
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2 代表権等確認書類

ご提出いただく代表権等確認書類については、下記のフロー図の「はい」「いいえ」に従っ

て、どのパターンに当てはまるかをご確認いただき、該当の書類を提出してください。

※代表者が管理会社などの場合には、追加で書類を提出いただくことがあります。提出書類につ

いて不明な点がある場合は、みずほ銀行証券部までお問合せださい。

はい
登記簿謄本または全部事項証明書(発行後3か月以

法人登記された管理組合である。. . 内のもの)をご提出ください(コピー不可)。

総会で役員と代表者(理事長等)

が同時に選任される。

いいえ

総会議事録で「必要な内容①」が

全て確認できる。

必要な内容①

現代表者選任が決議されたこと

1則弌表者の役職名

現代表者の氏名
0

いいえ

はい

総会議事録と総会議案書を併せれ

ぱ、「必要な内容①」が全て確認

できる。

総会で一旦役員が選任され、理事

会で役員の互選により代表者 G里

事長等)が選任される。

法人登記されていない組合の提出書類一覧

ご提出いただく総会議事録等については、代表者の方が選任さ

れた際の総会議事録等であることが必要です。

A~Cのそれぞれのパターンでご提出いただく書類の中には、

0印の事項の記載が必要です。 0印の事項の記載がない場合は、

みずほ銀行証券部にお問合せください。

全てコピーの提出で差し支えありません。

はい

総会議事録で「必要な内容②」が

全て確認できる。

必要な内容②

現役員の選任が決議されたこと

選任された役員の氏名

総会後に、理事会で役員の互選に

より現代表者が選任されたこと

現代表者の役職名

現代表者の氏名

はい

.
0

次ページ

aへ

次ページ

'C~蚕
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みずほ銀行(事務受託銀行)までお問合せください。
担当部署:証券部証券管理室証券事務チーム 03-5252-6017

記載事項

管理組合名管理組合の正式名称(=積立申込書にご記入いただいた

正式名称)

日程等総会の開催日

総会の開催予定日や「第0期定期総会議事録」等がいつ

の総会に係るものかの記述

理事会議事録の場合は理事会開催日、役員互選報告書・

住民へのお知らせの場合は書類作成日

決議内容等現代表者の選任が決議されたこと。

現代表者の選任議案

提出された総会議案書に記載されている現代表者の選任

議案が決議されたこと。

現代表者の選任が役員の互選により決議されたこと。

役職名氏名等現代表者の役職名

現代表者の氏名

他のそ 総会の開催日等提出された議案書に係る議事録であるこ

とが分かる記述

理事会が作成した書類であることが分かる記述

定足数を満たす参加者が出席し決議が有効であることが

分かる記述

議長及び総会に出席した組合員2名以上の署名・押印

はい
総会議事録と理事会議事録等を併

せれぱ、「必要な内容②」が全て

確認できる。

B C

総総総理

0

0

0

00

00

0

0
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0 0 0

00

※1 総会議事録で記載事項が確認できない場合は、総会議案書も必要です。

※2 理事会議事録等には、役員会議事録、役員互選報告書、住民へのお知らせなどを含みま

す。

等
※2

0
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3 変更手続におけるご留意点(よくある不備の事例)

登録内容の変更届出書の記載に関する不備

＼、1
不備項目

元利金自動振込先口座の

記入漏れ

,、ゞ、、,'、丙§、、、、

記入必須項目である

振込先口座が記入さ

れていない。

兀利金自動振込先口座の

相違

※元利金自動振込先口座

を変更される場合は積

立手帳(原本)が必要

となります。

届出印の相違

留意いただく事項

・振込先口座欄は、記入必須項目です(変更がな

い場合でもご記入ください。)。

・機構のホームページ(hせPS://VVVVVV.jhf.80.jp/

[oan/kanri/smi[e_henkou_name.htmD より

ダウンロードして使用する登録内容の変更届出

書ツール(パソコン入力用:ExceD を利用され

ますと、入力項目等が明記されておりますので、

記入漏れ防止に役立ちます。

・前回ご提出いただいた登録内容の変更届出書の

「積立組合控」を参考にご記入ください。

・変更届作成後、必ず「積立組合控」を保管くだ

さし、。

お届けいただいてい

る振込先銀行・支

店・口座番号と異な

るものが記入されて

いる。

添付書類に関する不備(法人登記していない場合)

お届けいただいてい

る印と異なる印が押

印されている。

代表者本人確認書類の添付漏れ

不備項目

総会議事録の添付漏れ

4

総会議案書の添付漏れ

'登録内容の変更届出書簡易作成ツール(E純e1版).のご案内

理事会議事録の添付漏れ

ノ

積立手帳の添付漏れ

次回変更手続時にも記入漏れ・記入相違Exceιで

活用可防止!簡単入力

Exce1シートへの入力によって「登録内容の変更届出書」の作成ができるため、手書きの複

写帳票を使用した場合に比べ簡易に作成できます。

※変更手続に当たっては「登録内容の変更届出書」を含む変更手続に必要な書類(妙P25~

参照)をそ用意いただき、みずほ銀行証券部(師裏表紙参照)に送付していただく必要が

あります(電子申請サーピスはありません。)。
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運転免許証(コピー)等の本人確認書類が必要です。

代表者の変更(代表者の氏名・住所の変更)の際に必ず必

要です。

総会議事録に新役員名の記載がない場合に、議案内容を確

認するため総会議事録に加えて必要となります。

総会で役職(理事長)が決まらない場合に、総会議事録に

加えて必要となります。

元利金自動振込先口座の変更、積立組合の名称・所在地の

変更の際に必要となります。

留意いただく事項

、

機構ホームページからのダウンロード方法

機構ホームページト
(https://WWW.jhf.go.jp)

●[変更届出書]と入力

@ボタンをクリック

ホームページのレイアウト・構

成やアドレスは予告無く変更

されることがありますのであら

かじめご了承ください。

、

住宅金融支
"伽罰"W紬冷料唯^^

ι^,ト35】はこ古ら8 立字サイズ^

0朗

ずっと
固定金利の安心

寺

0

ノ

驫

τ.へ1^1

て

【フラット35】
,0と■重金剰●安0

^サイト内
キーワードを入力してください^
ずっと 和の心

【フラヅト35】
60塗からの住宅口ーン

【り八、ス6 】

「ー、ニ^
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EN倣.1SH

^ tぞ7 砂"

四



住宅金支
゛^^"^'^

陸亜盆出、ーーーーーー^景件

王_エ(21件)

結果(0.1001少)1 変更届出

て(U件)

1 10件目

、゛ 、

Paoe:1Z三室三

tコヨ,ト351捻こ古ら召立字サイズ^雌弐
0朗"の"駅."ヘ「一盲而「

すぺτ

h雌雌ι製窒艷

むν検索

.

検索結果画面

慎昼姦高喜船昼量篇^需乎邊^業・','地、名弥 届出印.代表者の氏名、性所窒更~マンションすまい.る

.jo/R゛"ん角0'1/武r",M +剛1レ州」 f.'m h切]1

登録内容の変更届出書に関するご案内ページ
https://WWW.jhf.go.jpAoawkanrvsmile_henkou_name.ht血1

^住宅金

'^SH

毒+1.ユ塾旦゛'き劃^コ
E主、性所豊更、

「函玉聶る益司
,融胃・盆融^一覧

1 金甲腸Ⅷ

,取扱金酎^

,住宅咲貫愉a皐・検壹
確踵孟

,一返清畔功方

,憾^体侶用生命保験特
^のご罰勺

^日即ユ m/021552.了ユ

1^,ト351雌こ色66 宜*サイズ^獣
0朗■■ 0初●,●"ヘ

マンシヨンすまし、.る債竪昆内客の変更届出段~所在地、名称、
の氏名、住所変更~

r登卸内君め窒更届出習」の客式きご堤供しU之し才す.

ダウンロトしてご1物く足さい.

1 支式のご利用手顧

01 芋舌きで作

(2)白式を解サイズで印刷し.ι記ス樹1(下記よりダウンロード)に泊って.血^井師分に●弱事填を

峠0-,困臥"、ーー*"乢,佐都'如一一●,一那岬*鼬シミユレーシヨン、、).

@クリック

,マノ

(1)害式ιPDFファイル附式)をダウンロドして(ださい{下記よ0ダウンロード).

'

,1.る

1 ダウンロード(書式・チエツクリスト)

以下のファイjしをダウンロードしてご甲朔くださし、

0 【記入例】登録内容の変更届出告

冒式右上に冨尋がコt、ています'1みず偲扱行送付用.ユみずほ語わ送"用樋嘱用 3楊立胡合1空をそれぞ

5 登録内容の変更届出書扉利金自動振込依頼書兼刷チェッグノスト(代表者変更綱
変更届出書のご記入内容等のチェックにご利用ください。

※ご記入・ご確認された項目には口に"/"チェックをしてください。

1.「マンションす凱、・る側登内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼刷の記入・届出印の確認

前回の「マンションすまいる債」登録内容の変更届出書絲且合控)をお手元にご用意ください。

ご記入漏れや確認書類の不足がございますと受付ができませんのでご注意ください。

【登録内容の変更】欄

ロ【登録内容の変更】欄の該当番号を「0」で囲んでいますか?

【変更前】欄

,

矧、届+.印宥壱迂オ黒時^ f1ページ.991悶】

,牙承1全白動楓.真弊口序0リ,寺恋手す冬飾^ nページ1815鵡]

印、代衷者

0【

手宵き用

】登録内客の変更届出責

ユ肴包内客の吏重届",暑イ年客青用}^ f3゛(ージ・434κE]

ページ下の方まで
スクロール

ノやノコン入力用

▲^ιノ:4161田]、ナ、、

^ Pページ.432鵬]
、

ユ

0 変更馬出青チエックリスト(緊更届出宵を手告きで祚成される場合)

,

【変更後

口A.

口B.
口C.

口D.

口 E.

口 F.

聖
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,

(右側太枠内)】欄

積立組合番号 Bから始まる6桁の番号)は記入さ
いますか?

積立組合所在地は前回の組合控と一致していますか?
積立組合名称は前回の組合控と一致していますか?

代表者住所は公的書類と一致していますか?(「2.必

付書類」参照)
代表者氏名・フりガナは記入されていますか?

届出印は前回の組合控と一致していますか?

,

【次の2種類】

口A.法人の印鑑証明書

・発行後3か月以内の厘杢
口B.法人登記簿謄本又は全部事項証明書

・発行後3か月以内の原杢

※代表者の方の氏名・住所・生年月日に

ついて左記の「法人登記していない積

立組合」に記載の代表者の方の書類を
提出していただく場合がございます。

登録内容の変更届出轡(示恰自動振込依頼書兼刷送付先

(事務受託銀行)
みずほ銀行

証券部証券管理室証券事務チーム

〒108-6009 東京都港区港南2-15-1

品川インターシティA棟
T E L :03-5252-6017

全ての口に"/"がついたことをご確認ください。
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口A.前代表者住所は角回の組合控と一致していますか?
口B.前代表者名は前回の組合控と一致していますか?

0こちらをご利用ください。

(注)

【代表者以外の連絡先】欄
※①、②いずれかの変更の場合も、 1、 2の両方を必ずご記入ください。

ご記入がない欄は、データなしと判断し、登録内容を削除させていただきます。

口A.①会計担当役員等の連絡先は記入されていますか?

口日中連絡が取れる連絡先ですか?
口B.②管理会社等の連絡先は記入されていますか?

【元利金自動振込先口座】欄

口A.振込先金融機関・支店・預金種目・口座番号は前回の組合控と一致していますか?

→変更を希望される方は新振込先を記入の上、

口積立手帳(原本)も一緒にご送付いただいていますか?
口B.口座名義は指定された振込先の預金通帳と一致していますか?

ご利用のOS環境やExce1バージョン等により、表示に不具合が生じる場合がございます。
この場合は、みずほ銀行証券部あてご連絡くださいますよう、お願いします。

※以下の内容が載代れ、又は確できることをご確認ください。

口A.組合名称
口B.総会の開催日
口C.定足数を満たす参加者が出席しており、決議か有効であること。
口D.選任された役員名・役職名が確認できること。

畢等穀需群器彩無影枇場舘、演艦は"、
総会議事録に
0議案力句決した記載はあるが、役員名・役職名の記載がない。
口議案害(役員選任議案)(コピー)
口理事会議事録(役職決定時のもの)(コピー)
0議案が司決し選任された役員名の記載はあるが、役職は互選のため記載がない。
口理事会議事録(役職決定時のもの)(コピー)

口E.議長及び総会に出席した組合員2名以上の署名・押印があること。

口法人登記している積立組合

、ナ、

、

^

^

^{2ページフ6K田

^ι1ページ:51KB]

2.必要添付書類

口法人登記していない積立組合

①新代表者の名・主j・生月が確認できる公的書類
※所得税法等の定めに基づき」提出いただくものです。

【次のいずれか一部】
口A.運転免許証(コピー)又は2012年4月1日以後に交付された運転経歴証明書(コピー
・表裏両面・本籍を黒く塗りつぶしたもの又は本籍地のa載を省略したもの
(本籍地を黒く塗りつ京すことにより住所地が確闇できなくなるときは、黒塗り1一しないようぉ願いします)

口B.健康保険証(コピー)
・裏面に住所が記載されている力ード式保険証の場合は両面コピー
・保険者番号、被保険者。己号、被保険者番号を黒く塗りつぶしたもの

口C.印鑑証明書

発行後3か月以内の厘杢
D.住民票

発行後3か月以内の虚杢・本籍地の記載がないもの
口E.住民基本台帳力ード(コピー)
・表裏両面

口F.パスポート(コピー)
・顔写真のぺージ

両方コピーをお送りください。
・所持人記入欄(住所等記入済)のぺージ

口G.マイナンバーカード(コピー)
・表面のみ

※口有効期限内であることをご確認ください。

鼎1戈.赤権の確P白類,

、



書類の送付先について

機構等から送付する書類は、あらかじめ届け出られた管理組合の代表者の方(理事長等)宛て

に送付しますが、「送付先指定(変更・中止)依頼書」をご提由いただくことにより、送付先を
ご担当の管理会社に変更することができます。

書類の送付先及ぴ対歌となる書類(イメージ)

【通常の場合】

機構

・積立用書類

・受付番号及び登録内容のお知らせ

・発行通知書

・利払通知書

・残高証明書

・登録内容の変更手続完了のお知らせ

・満期償還金支払通知書

みずほ銀行

(事務受託銀行)

証券部

【送付先指定依頼書をご提出いただいた場合】

・積立用書類

・受付番号及び登録内容のお知らせ

・発行通知書

●・利払通知書機構

・残高証明書

・登録内容の変更手続完了のお知らせ

・満期償還金支払通知書

. 買入計算書
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送付先の指定方法(送付先を管理会社に変更する場合又は指定内容を変更する場合)

「送付先指定(変更・中止)依頼書」(注)を、住宅債券事務センター宛てに郵送にてご提出

ください。

「送付先指定(変更・中止)依頼書」住宅金融支援機構住宅債券事務センター

〒112-8570東京都文京区後楽1丁目4番10号送付先

みずほ銀行

(事務受託銀行)

証券部

※上記書類以外に機構から送らせていただくお知らせは送付先指定の対象外です。

マンション管理情報誌「マンション情報BO×」は、原則として管理組合宛てに送付します。

. ト
管理組合

(代表者)

毎月15日までに送付(消印有効)され、かつ、 20日(士日・祝日に当たる場合は前営業日)

までに住宅債券事務センターに到着し、同日までに不備なく処理が完了した場合は、翌月の送

付物から送付先が変更されます。

(注)「送付先指定(変更・中止)依頼書」は、機構のホームページ(https://VVVVVV.jhf.

80.jPパ.oah/kanri/smile_soufuhenkou.htmt)をご参照の上、書式をダウンロードして
ご使用ください。

※管理会社を変更する場合、併せて「登録内容の変更届出書」のご提出が必要となります。
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買入計算書

・ト

《重要》送付先指定に当たってのお願い及ぴ留意事項

①「送付先指定(変更・中止)依頼書」のこ提出に当たっては、送付先として指定する管理会社の了解

を得ていただくようお願いします(管理事務室・管理事務所を送付先とすることはできません。)。

②で提出いただいた「送付先指定(変更・中止)依頼書」の届出内容(送付先及ぴ送付先住所)に変更

があった場合には、直ちに変更後の内容を同依頼書により届出ください(担当者のみ変更となる場合

は、で提出いただく必要はありません。)。

※「送付先指定(変更・中止)依頼書」のこ提出後に代表者の方の変更があった場合は、同依頼書の

再提出は不要ですが、「登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)」による変更手続は必

要です(代表者変更手続については、機構のホームページ(https://VVVVVV.jhf.目0.jp/10an/kanri/

Smile/customer/tetuzuki.htmD を〔で覧ください。)。

③指定できる送付先は、]つの積立組合(積立組合番号)につき]箇所です。

④同一の積立組合(積立組合番号)が複数の積立てを行っている場合においても、「送付先指定(変更

中止)依頼書」を]部で提出いただくことにより、全ての積立てに係る送付先が変更となゆます。

⑤既に積立てを行っている価美高のある)管理組合が新たに応募する場合、既に指定した内容に変更が

なけれぱ、「送付先指定(変更・中止)依頼書」の提出は不要です。

⑥送付先を指定する対象書類については、「全ての書炎劃又は「残高証明書及ぴ買入計算書のみ」の選択

が可能です。

⑦送付先変更の手続完了に関するお知らせはお送りしませんので、書類の到着をもってこ確認ください。

⑧そ提出に当たっては、「本件について万が一将来紛議が生じましても、機構及ぴ事務受託銀行は責任を

負わないことを確認します。」等について承認いただきます。詳細は「送付先指定(変更・中止)依頼

書」の(承認条項)をそ確認ください。
ト

管理組合

(代表者)

.

.



◆

積立金の保全

債券の安全性は、一般的に、それを発行する主体(発行体)の債務全体を履行する総合的な能

カ(信用力)に依存していると考えられています。

機構は、資本金の全額を政府が出資しており(2019年度末7,015億円)、主務大臣は国士交通大

臣と財務大臣です。マンションすまい・る債は、政府保証は付されていませんが、独立行政法人

住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号。以下「機構法」といいます。)に基づき、国の認可

を受けて発行しています。

なお、マンションすまい・る債は預金保険制度の対象ではありません。

機構の財務状況等(2019年度決算)

損益の状況

法人全体では1,514億円の当期総利益を計上し

ています。

機構の財務諸表等はこちらでご覧になれます。

(https://VVVVVV.jhf.80.jp/teikyou々aimu
html)

機構の経営資料はこちらでご覧になれます。

(ディスクロージャー誌)

(https://VVVVVV.jhf.80.jp/abouvdisdosure/
index.htmD

(単位:億円)
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機構は、マンションすまい・る債の個別の格付けは取得していませんが、債券を発行する発行

体(当機ネ樹についての、債務全体を履行する総合的な能力(信用力)に関する外部機関からの

評価(発行体格付)を以下のとおり取得しています。

当期総利益

11747

利益剰余金
13237

・ S&P グローバル・レーティング・ジャパン(S&P): A十(2020年4月1日現在)

格付投資情報センタ→(R&1): AA十(2020年4月1日現在)
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2017年度

【格付投資情報センター(R&1)ホームページ(2019年11月26日付掲載)より抜粋】

住宅金融支援機構

発行体格付: AA+[格付の方向性:安定的]

短期債務: a-1+

2018年度

格付投資情報センター(R&1)は上記の格付を公表しました。

【格付理由】

住宅金融公庫の大半の資産・債務を引き継いで2007年4月に設立された独立行政法人。民間

金融機関が全期間固定金利の住宅口ーンを提供できるように支援する証券化支援事業が業務の

柱だ。政策上重要で民間が対応困難な分野への融資業務や住宅融資保険業務なども行う。政府

の住宅政策の執行機関として重要性は極めて高く、格付は日本ソブリンと同格にしている。

2019年度

国の政策課題に対応して(1)地方創生に関連し、地方公共団体と連携した子育て支援・地

域活性化支援(2)高齢者の住環境の整備(3)マンションストックの維持管理の支援(4)

既存住宅流通の活性化(5)災害からの住宅復興、災害予防の支援^などにも取り組んでい

る。各分野で実績が上がってきている。民間だけでは取りにくいりスクを負担し、住生活の向

上を金融面から支援する住宅機構の役割は大きい。

2019年3月期は機構全体で20"億円の当期総利益を確保した。法人全体では黒字が定着して

いる。不良債権の発生が低く抑えられていることもあり、今後も十分に黒字を維持していける

だろう。住宅口ーンの信用コストは収益に遅れて発生する傾向があるが、りスクへの備えとし

て、相応の余剰金を積み立てている。業務運営、管理態勢も適切に機能しているとR&1はみ

ている。

フラット35の不適正利用問題が信用力に与える影響は限定的だ。不適正利用が発覚した件数

は事業規模からみてごく僅かであり、収支唄オ務へのインパクトは軽微にとどまろう。再発防

止に向けて取扱金融機関、住宅機構の双方で融資審査を強化していく方針だ。



マンションすまい・る債の積立金については、機構法において、機構の財産より優先的に弁済

されることが定められており、積立組合のみなさまからお預かりした財産を保全するための措置

力曙苗じられています。

マンションすまい・る債は、国の認可を受けて機構が発行する一般担保(※ 1)付債券です。

マンションすまい・る債を保有されている方は、機構の総資匠から優先的に弁済を受ける権利
があります(※ 2)。

※ 1 マンションすまい・る債を保有されている方は、機構法第19条第4項により「機構の財産

について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」とされています。

この優先弁済権の順位は、同条第5項において民法の規定による一般の先取特権に次ぐもの

と規定されています。

※2 マンションすまし卜る債は、発行体である機構の信用状況の悪化等により、元本や利息の

支払が滞る可能性や、元本割れが生じる可能性があります。

こんなときには・・?

事 象

・積立手帳を紛失した

・届出印を紛失した

・積立てを失念した
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,美高証明書を紛失した
,美高証明書を臨時に発行
して欲しい
・利金支払のご案内(利払
通知書)を紛失した
・債券発行のご案内(発行
通知書)を紛失した
・満期償還金支払のご案内
(満期償還金支払通知書)
を紛失した

対処方法(手続)

速やかにみずほ銀行証券部(師裏表紙参照)にご連絡ください信羊細な手
続はご連絡いただいた際にみずほ銀行証券部からご説明します。)。

本制度は継続積立てを前提とする制度ですので、積立てを1回でも故意に
中断したり、失念された場合は以降の積立ての権利を失います。

残高証明書を万一勺紛失された場合や臨時の発行を希望する場合、また、利
払通知書、発行通知書又は満期償還金支払通知書を万一紛失された場合には、
次の申請書及び積立手帳(コピー)をご提出ください。
なお、申請書をいただいてから、残高証明書、利払通知書[再発行]、発行通
知書[再発行]又は満期償還支払通知書[再発1羽の発行まで数日問いただく
ことがありますので、あらかじめご了承ください。
・残高証明書の場合「残高証明書発行申請書」
利払通知書の場合「利払通知書【再発1"申請書」
発行通知書の場合「発行通知書【再発行】申請書」
満期償還金支払通知書の場合「満期償還金支払通知書【再発1"申請書」

ブ(https://VVVVVVI.fastdoud.jp/jhffaq/jhvvveb/機構のホームペー
よりダウンロードし、プリントアウトしてご利用くknowted8e267.htmD

ださい。
※プリントアウトできない方は、住宅債券専用ダイヤル(師裏表紙参照)に

ご連絡いただけれぱ、申請書をお送りします。
※ご提出に当たっては、申請書記載の注意事項をご確認ください。

積立組合の決算月が変更された場合など送付時期の変更を希望される場合
には、変更の届出が必要になります。届出書(「残高証明書の送付時期変更届
出書」)は、機構のホームページ(https://VVVVWI.fastcloud.jp/jhffaq/jhf/
Web/kn0Ⅷed8e267.htmD よりダウンロードし、プリントアウトしてご利
用ください。
※プリントアウトできない方は、住宅債券専用ダイヤル(師裏表紙参照)に
お問合せください。届出書を送らせていただきます。
※ご提出に当たっては巧美高証明書の送付時期変更届出書」記載の注意事項
をご確認ください。

登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)と添付書類(卿P25
~27参照)を併せてみずほ銀行証券部(師裏表紙参照)にご送付ください。
※登録内容の変更届出書の記入方法(師P63~66参照)をご確認ください。

残高証明書の送付時期を
変更したい

変更届出の書式(「登録内容の変更届出書」)(手書用:PDF、パソコン用
ExceD 及びΠ責券買入請求書」は、機構のホームページよりダウンロード
し、プリントアウトしてご利用ください。
<機構のホームページ>
・変更届出の書式(「登録内容の変更届出書」)(手書用:PDF、パソコン用
ExceD

https://VVVVVV.jhf.80.jp/toan/kanri/smite_henkou_name.htm[
・「債券買入請求書」

h杜PS://VVVVVV.jhf.80.jp/10an/kanri/smite_seikyu.htm[
※プリントアウトできない方は、住宅債券専用ダイヤル(師裏表紙参照)に
お問合せください。書式を送らせていただきます。
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代表者の方の氏名イ主所
を変更したい
積立組合の名称・所在地
を変更したい
管理会社を変更したい
会計担当役員等や管理会社
の住所等を変更したい
振込先口座を変更したい
届出印を変更したい

登録内容の変更届出書な
どの手続用書類が欲しい



マンションすまい・る債積立制度手続規定

この手続規定は、マンションすまい・る債(住宅金融公庫住宅宅地債券、住宅

金融支援機構住宅宅地債券及び住宅金融支援機1諺債券のうちマンション債券に係
る積立制度をいいます。以下「本制度」といいます)の取引について、独立行

政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます)及び機構が指定する事務

受託銀行(以下「事務受託銀行」といいます)と本制度に係る積立てを行うマ

ンション簀理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に規

定する区分所有者の団体をいいます。以下同じ。)との間の取扱いを記載したも

のです。

本制度に係る積立てを行うマンション管理組合については、この手続規定につ

いて承諾したものとします。

〔制度についての基本規定〕

1(債券の積立てについて)

Q 積立てとは、マンション管理組合が、原則として、マンション全体の1年

当たりの修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立金会計の残高(定期

的に積み立てた修繕積立金の残高や修繕積立基金の残高など修繕積立金会計

の各科目の残高の合計額から借入金を除いた額をいいます。)を加えた金額

の範囲内で、機構が発行する債券を購入することを指します。

②機構は、積立てを行うマンション管理組合の募集を、年1回行い、マン

ション管理組合は、機構が定める応募手続(以下「応募手続」といいます。)

に従い、毎年]回の応募ができます

(3)機構は、応募してきたマンション管理組合の審査を行い、適格と認めるマ

ンション管理組合を、機構が定める募集口数の範囲内で積立てができるマン

ション管理組合として選定します募集口数を超える応募があった場合に

は、機構が別に定める方法により抽せんを行い、積立てができるマンシヨン

管理組合を選定します。

(4×3)の手続により選定されたマンション管理組合(以下「積立組合」といい

ます。)は、応募した年度(以下「募集年度」といいます。)に初回の債券の

購入を行うこととし、以降、毎年1回、 10年間行うことができます(この最

高]0回の債券の継続的購入を、以下「募集年度の積立て」といいます。)。

⑤積立ての最低単位は1050万円(ただし、募集年度が平成14年度以前であ

る場合にあっては 10100万円)です。積立組合は、応募時に届け出た積立

希望口数(以下「積立口数」といいます。)を、毎年積み立てることとなり

ます。口の分割及び口数の変更はできません。

⑥購入された債券は、債券の発行日をもって積立組合の代わりに機構が全額

保護預りします。17に定めるところにより債券を払い出す場合以外に、積立

組合が債券を払い出すことはできません。

⑦既に積立てしている積立組合も、追加で別の募集年度に応募することがで
きます。(3)については、この場合も同様とします。

2 (債券について)

住)積立組合が購入する債券は、機構が積立組合向けに発行する、期問が10年

の利付債券(住宅金融支援機構住宅宅地債券(区)又は住宅金融支援機構債

券(区))です。

②債券の利息、等の発行条件は、機構が債券の発行の前にこれを定め、各年の

債券購入の手続に係る申込証に記載します。

③債券の発行は、毎年1回、 2月20日(その日が銀行休業日の場合は直後の

営業日)に行います。

3 (確認手続等)

住)本制度はマンション管理組合専用の制度であり、個人及びマンション管理

組合以外の法人・団体等による応募はできません。

②本制度に応募するマンション管理組合は、応募手続の際に、当該組合がマ

ンション管理組合であることを証明する機構が指定する書類(以下「マン

シヨン管理組合の確認書類」といいます。)を機構へ提出してください。

③本制度への応募、取引に関する書類の記入、押印その他の手続に必要な行

為を行う方は、マンション管理組合(1の③に定めるところによる積立組合

選定後は積立組合。以下同じ。)の代表者(以下「代表者」といいます。)に

限ります本制腺こ応募するマンション管理組合は、応募手続の際に、代表

者の代表権等を証明する機構が指定する書類(以下「代表権等の確認書類」

といいます。)を機構へ提出してくださいまた、積立組合は、募集年度の

積立ての初回の債券購入手続の際に、応募手続時のものとは別に機構が指定

する代表権等の確認害類を事務受託銀行の取扱店へ提出してください代表

者が、害類の記入、押印その他の手続に必要な行為を行った場合、そのため

にいかなる損害が生じても、代表者の過失又は悪意の有無にかかわらず、機

構及び事務受託銀行は責任を負いません。また、代表者以外の方が、書類の

記入、押印その他の手続に必要な行為を行?た場合、そのためにいかなる損
害が生じても、機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

姓XI)から(3ぼでの手続がなされない場合、積立組合がマンション管理組合で

あることが確認できない場合又は積立組合が申し出た代表者の代表権が確認

できない場合、積立組合は積立ての資格を失い、初回及び2回目以降の債券

購入はできません。 2回目以降の債券購入その他の取引に関する手続につい

ても、機構の求めに応じ手続がなされない場合又は機構の求めに応じマン

ション管理組合の確認書類若しくは代表権等の確認書類が提出されない場合

は、積立て1の資格を失います。
4 (確認書類等)

マンション管理組合の確認書類、代表権等の確認害類その他の手続に必要な書

類について、偽造、変造、不正使用その他の事故があった場合、そのために生

じた損害については機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

5 (印鑑照合等)

①積立組合は本制度の取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)

を、初回の債券購入手続の際、機構に 1つ届け出るものとします。 1の⑦に

定めるところにより追加して応募し、複数の募集年度の積立てを行う積立組

合についても、各募集年度の積立て毎に異なる印鑑を使用することはできま

せん。

②届出印については、法人登記された積立組合の場合には当該組合の印鑑証

明のある印、法人登記されていない積立組合の場合には当該組合の印(理事

長印等)を届け出てください。

③機構及び事務受託銀行が諸届その他の害類に使用された印影を、届出の印

鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合、そ

れらの印鑑又は書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために

生じた損害については機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

6 (積立手帳について)

①募集年度の積立ての初回の債券購入の手続に先立ち、機構は積立組合に積

立手帳を1通発行します積立組合がその募集年度の積立てに係る取引によ

り保有する債券が保護預りとなっている問、又は積立組合がその募集年度の

積立てに係る取引により積立ての資格を有している間、これを積立組合を特

定する証として取扱いますので、大切に保管してください。 1の(フ)に定める

ところにより追加して応募し、複数の募集年度の積立てを行う積立組合に対

しては、各募集年度の積立ての初回の債券購入の手続に先立ち積立手帳を各

1通発行します

②機構所定の取引の際には、機構が指定する手続書類と併せて、積立手帳を

提出してください。

③積立手帳を、盗難、不正使用等が発生しないよう、厳重に保管するととも

に、代表者の交代時には遅滞なく交代後の代表者に引き渡してください。積

立手帳の盗難、不正使用、偽造、変造その他の事故があった場合、そのため

に生じた損害については機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

④積立手帳には、機構が付与した、積立組合を特定する積立組合番号及び募

集年度の積立てを特定する積立手帳番号が表記されます。積立組合番号及び

積立手帳番号は積立組合だけの固有番号ですから、機構及び事務受託銀行へ

の手続又は連絡の際には、この番号を所定の書類に記入し、又はお知らせく

ださい。また、 1の⑦に定めるところにより追加で応募を行う場合、機構に

対し、積立組合番号を申告する必要があります。

⑤積立手帳を譲渡し、又は質入れすることはできません。

フ(積立資格の喪失について)

次のa)から伍)までのいずれかに該当する場合には、積立組合は、各募集年度の

積立て毎(積立手帳番号毎)に、その後の積立ての資格を失います。

①積立組合が、債券購入を行わなかった場合(22の⑤に定める場合を含みま

す。)

②積立組合が、積み立てた債券のすべてにつき買入消却を受け、かつ、買入

消却の請求(以下「買入請求」といいます)の手続において積立ての中止

の意思表示を行った場合

③積立組合が、やむを得ない理由により債券の保護預りを解除した場合

④機構の求める手続及び書類の提出がなされない場合

⑤その他機構が積立ての資格の取消が必要と判断した場合
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〔手続についての基本規定〕

8 (手続書類の提出方法について)

a)本制度における積立組合の手続においては、積立金の振込みを除き、機構

が指定する手続書類を事務受託銀行の取扱店に郵送することにより行いま

す。書類の提出はすべて郵便によることとし、持参による提出は受け付けま

せん。

②郵送の期限にっいては、各取ず1毎に機構が定めます。この期限を過ぎて事
務受託銀行に到着した手続書類については、手続が成立しない、又は相当期

問遅延することがあります。なお、そのために積立組合に生じた損害につい

ては、機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

9 (取引書類の送付について)

機構及び事務受託銀行から積立組合に送付する本制度の取引・手続に係る書類

等は、代表権等の確認書類で届け出られた代表者(以下「届出の代表者とい

います。)あて又は機構が指定する手続書類により積立組合が指定した管理会社

(以下「管理会社」といいます。)あてに郵便又はこれに準ずる方法で送付しま

す。

10(手続書類の延着及ぴ未着について)

①機構又は事務受託銀行の取扱店あてに、積立組合が各取引に必要な各種書

類を郵便又はこれに準ずる方浩で送付した場合で、当該書類が延着し、又は

到達しなかったときには、そのために生じた損害については機構及び事務受

託銀行は責任を負いません。

② 9に定める方法に従い、届出の代表者又は管理会社あてに機構又は事務受

託銀行が通知又は送付書類を発送した場合には、当該害類が延着し、又は到

達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

刀(連絡先)

機構又は事務受託銀行は、届出の代表者に連絡がとれない場合に、マンション

管理組合が応募時に届け出た連絡先(23に定めるところにより、連絡先の変更

の届出を行った場合は積立組合が届け出た連絡先)に対して、取引に関し連絡

することがあります。

ます。

17 (債券の払出し)

保護預りされた債券については、買入消却、利払及び満期償還の際に、その対

象となる債券(手吋厶の場合は利札のみ)に限り払出しを行い、19から2ほでに

定める方法により利息、、償還金及び買入代金を支払います。

18(譲渡又は質入れの禁止)

この保護預りに伴う一切の権利について、譲渡又は質入れすることはできませ

ん。

円(利息、償還金等の受取方法)

保護預りの債券の利息、、償還金及び買入代金については、20に定める兀利金自

動振込先口座に振り込みます。機構及び事務受託銀行の店頭にて受け取ること

はできません

20(元利金自動振込先口座の指定)

a)積立組合が12に定める保護預り依頼を行うに際しては、必ず機構の指定す

る書類を提出することにより、利息ハ償還金、買入代金、振込みの返戻金そ

の他一切の取引に係る資金の振込先とする預金口座(以下「元利金自動振込

先口座」といいます。)を指定するものとしますただし、既にそれ以前に

募集年度の積立てを行い、元利金自動振込先口座を指定している積立組合に

ついては、改めて元利金自動振込先口座を指定する必要はありません。

②積立組合は元利金自動振込先口座を変更する場合には、機構の指定する書

類の提出により元利金自動振込先口座変更の手続をするものとします。

③積立組合は、元利金自動振込先口座を、 1口座のみ指定するものとしま

す。

④元利金自動振込先口座に指定する預金口座は、積立組合自身の預金口座を

指定することとし、かつ口座名義に積立組合のマンシヨン管理規約に定めら

れた積立組合の名称が明記されているものに限ります。

⑤機構又は事務受託銀行が①から④までに基づき兀利金自動振込先口座に指

定された口座に、 21に定めるところにより利息、、償還金、買入代金及び振込

みの返戻金その他一切の取引に係る資金の振込みを行った場合は、いかなる

損害が生じても機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

凹(利息、償還金等の元利金自動振込先口座への振込み)

山事務受託銀行は、各債券の利払日に、元利金自動振込先口座に利息、を振り

込みます

②事務受託銀行は、各債券の償還日に、元利金自動振込先口座に償還金を振

り込みます

③買入消却を行う場合、事務受託銀行は、各債券につき機構の定める買入代

金の交付日(以下「買入日」といいます。)に、元利金自動振込先口座に買

入代金及び利息、を振り込みます。

仏XI)から(3)までによる振込みは、各募集年度の積立て毎(積立手帳番号毎)

に合算して行うことができるものとします。

⑤機構及び事務受託銀行に責任を帰すべきでない理由により、①から④まで

による振込みが遅延した場合には、そのために生じた損害について、機構及

び事務受託銀行は責任を負いません。

(6) a)から(4)までによる振込みに係る振込手数料は鉦料とします。ただし、機

構及び事務受託銀行に責任を帰すべきでない理由により、(1)から④までによ

る振込みについて組戻又は再振込みが必要となったときは、組戻手数料及び

振込手数料は積立組合の負担となります。この場合、事務受託銀行は、組戻

額又は再振込額の中から事務受託銀行所定の手数料相当額を差し引いて振り

込みます

⑦債券の購入に際して積立組合から事務受託銀行に振り込まれた資金につ

き、返金の必要が生じたときは、振込手数料は積立組合の負担となります。

この場合、事務受託銀行は、振込額の中から事務受託銀行所定の手数料相当

額を差し引いて振り込みます。

〔債券の保護預りについての規定〕

12(保護預りの範囲)

積立組合は、募集年度の積立ての初回の債券購入の手続時に、必ず、機構が指

定する書類をあらかじめ提出することで債券の保護預り依頼を行うものとし、

債券は、発行と同時に機構がこれを全額保護預りします。

13(債券の保管方法)

a)機構が保護預りする債券は、機構が善良なる管理者の注意義務をもって、

所定の場所(事務受託銀行)に再寄託し、他の預け主の同銘柄の債券と区別

することなく混蔵保簀できるものとします。

②混蔵保管は、大券をもって行うことがあります。

14 (告知書の提出)

利子に係る告知書については、12に定める保護預り依頼時に機構が指定する書

類にて、積立組合が事務受託銀行の取扱店に提出するものとします。

15(取引内容の通知)

募集年度の積立て毎の取引の内容について機構は、取引の都度発行する計算書

等によりお知らせします。

16 (残高の通知)

機構は、募集年度の積立て毎の残高の明細を記載した残高証明書を、年1回、

積立組合が応募時に届け出た希望時期に、届出の代表者又は管理会社に送付し

〔債券の積立てについての規定〕

22(積立手続等)

住)毎年の債券の購入に当たっては、積立組合は、募集年度の積立ての初回の

債券購入手続の際、機構が定める積立金の振込受付期間(以下「積立金振込

受付期問」といいます)内に、機構所定の振込依頼書にて、全国銀行デー

タ通信システム(全銀システム)による振込みが可能な国内の金融機関か

ら、事務受託銀行の指定する口座に当該債券に係る積立金(以下⑥に定める

ところにより債券発行に係る払込金に充当されるまでの問、これを「申込証

拠金」といいます。)を振り込むとともに、機構が定める積立てに必要とな
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る書類の受付期間(以下「積立必要書類返送受付期問」といいます。)内

に、機構の指定する書類を事務受。モ銀行の取扱店に郵送してください。この

場合、振込みに係る振込手数料は積立組合の負扣となります

② 9に定めるところにより機構が届出の代表者又は管理会社にあてて送付し

た申込証に、何らかの署名がなされて事務受託銀行に提出された場合は、こ

れを積立組合の代表者による債券購入の申込みとみなします

③届出の代表者以外の方による署名がなされた申込証が事務受託銀行に提出

された場合、②により当該申込みは積立組合の代表者によってなされたもの

とみなしますただし、機構及び事務受託銀行はこれをもって代表者変更の

届出がなされたとは取り扱いませんので、代表者の変更があった場合には、

23に定める手続により速やかに届け出て下さい。なお、この手続が遅れたこ

とにより生じた損害については、機構及び事務受託銀行は責任を負いませ

ん。

④申込証拠金は、口座引落及ぴATM利用による払込みはできません

⑤次の①から⑦までの要件のいずれかーつでも満たさない場合、債券の購入

はできません。また、①から⑦までの要件を全て満たせば債券の購入は成立

し、債券の発行日以降いかなる理由があっても当該購入の取消しはできませ

ん。

①積立必要書類返送受付期間内に、申込証その他機構が定める書類が、事

務受託銀行の取扱店に到着していること

②申込証拠金の振込みに当たって、機構所定の振込依頼書が使用されてい

ること。

③積立組合による債券購入の申込み(②の場合の申込みを含む。)であるこ

と。

④積立組合が積立ての資格を失っていないこと。

⑤積立金振込受付期問内に申込,正拠金が、事務受託銀行の指定する口座に

振り込まれていること。

⑥申込証に記載された金額と、振り込まれた申込証拠金の金額が致して

いること

⑦振り込まれた申込証拠金の金額が 50万円募集年度がH年度以前であ

る場合にあって咳100万円) X積立口数」の算式より算出した金額と一致
していること。

⑥振り込まれた申込証拠金は、債券の発行日に債券購入のための払込金に充

当されますまた、振込日から債券の発行日までの利息,はつきません

⑦積立組合は、積み立てた債券につき、25に定めるところにより一部又は全

部の買入消却を受けた後も、積立組合が積立て中止の申出を行わない限り、

積立てを継続することができます

⑧ 1の⑦に定めるところにより追加して応募し、複数の募集年度の積立てを

行っている積立組合は、各募集年度の積立て毎積立手帳番号毎)に積立て

の手続類を提出してくださいまた、積立てに係る振込みについても、機

構所定の振込依頼書を使用して各募集年度の積立て毎(積立手帳番号毎)に

各々振込みを行うこととし、各募集年度の積立てに係る債券毎の金額の合計

金額での振込みは行うことはできないものとします積み立てている各募集

年度の積立ての手続が行われない場合は、手続がされなかった募集年度の積

立てにつき、積立ての資格を失います

⑨申込証拠金の振込手続において、積立組合が機構所定の振込依頼書を使用

しなかったことにより、機構及び事務受託銀行が振込みを行った積立組合を

特定できない場合、積立ての手続ができず、振込金の返金ができなくなるこ

とがあります。そのために生じた損害は、機構及び事務受託銀行は責任を負

いません。

行っている積立組合が届出事項の変更の手続を行う場合は、すべての募集年

度の積立てについての手続となります

③届出事項の変更の手続から、機構及び事務受託銀行から送付される書類及

び郵送物の宛先等についての届出事項の変更の反映までは、相当の期間を必

要とする場合がありますこれらの反映が完し次第、機構から届出の代表

者又は管理会社にあてて、代表者等変更手続完のお知らせを送付します。

なお、届出印の変更については、事務受託銀行から届出の代表者又は管理会

社にあてて、手続か完了した旨を通知します

④届出の代表者又は管理会社にあてて機構又は事務受託銀行が通知又は送付

書類を発送した場口には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべ

き時に到達したものとみなします。

〔積立手帳・届出印の紛失等についての規定〕

24(積立手帳・届出印の紛失等)

a)積立手帳や届出印を失った場合には、届出の代表者は直ちに事務受託銀行

の取扱店に電話で連絡してください当該取扱店は直ちに届出事項の変更受

付、買入請求受付の停止の措置をイ丁うとともに、利払、買入消却及び満期償

還の各取引に係る支払の停止の措置を行いますこの連絡の前に生じた損害

及び支払の停止の措置による損害については、機構及び事務受託銀行は責任

を負いません。

② 1の⑦に定めるところにより追加して応募し、複数の募集年度の積立てを

行っている場合、住)に定める届出事項の変更受付の停止の対象は、積立組合

が積立てを行っている全ての募集年度の積立てが対象となります。また、買

入請求受付の停止並ぴに利払、買入消却及び満期償還の各取引に係る支払の

停止は、積立手帳又は届出印を失った場合には、積立組合が積立てを行って

いる全ての募集年度の積立てに係る債券が対象となります

(3)機構及び事務受託銀行は、Ⅱ)の支払の停止の措置について、当該取引が予

定されている日の2営業日前以降に連絡された場合、当該取引の支払停止は

できないことがあります停止の措置ができないことにより生じた損害につ

いては、機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

④(1の事務受,モ銀行への連絡の後、直ちに機構が指定する書類を、事務受託

銀1丁の取扱店へ提出してください

⑤届出事項の変更受付の停止の解除、買入請求受付の停止の解除並びに積立

手帳の再発行、利払、買入消却及び満期償還の各取引に係る支払停止の解除

については、機構所定の手続を行った後に行います。この場合、相当の期問

を必要とすることがあります。
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26(買入消却の手続)

山買入日は毎月1回とし、毎月10日(その日が銀行休業日の場合は直前の営

業日)とします。

②買入消却の手続の際は、機構が定める債券買入請求書に届出の代表者の氏

名・住所及び届出の代表者以外の会計担当役員等の氏名・連絡先等を記入

し、届出印を押印の上、侍)に定めるとおり事務受託銀行の取扱店に到着する

よう買入消却を行う債券に係る積立手帳とともに提出してください(3)に定

めるとおりに到着しない場合、それにより生じた損害については、機構及び

事務受託銀行は責任を負いません。

③②に定める債券買入請求書及び積立手帳の提出にっいては、買入日の属す

る月の前月1日から同月15日までの消印を得て、買入日の属する月の前月20

日までに事務受託銀行の取扱店に到着するよう郵送してください

④買入消却は各募集年度の積立て毎積立手帳番号毎)に何回でも請求する

ことができます。ただし、同一募集年度の積立て(同一積立手帳番号)の同

一買入月において買入消却を複数回。青求することはできません

⑤買入消却に際しては、債券買入請求書に記載さ)1た届出の代表者以外の会

計担当役員等に対して、機構から買入消却の意思確認をさせていただきま

す。買入日の属する月の前月末日(その日が銀行休業日の場合は直前の営業

日)までに買入消却の意思確認がとれ次第、買入消却の手続を進めさせてい

ただきます。この買入消却の意思碓認、がとれず、買入消却の手続を進めるこ

とができなかった場合、そのために生じた損害については機構及び事務受託

銀行は責任を負いません。

⑥買入消却の受付手続が完了し次第、買入計算書が届出の代表者又は管理会

社あてに送付されます。当該代表者は買入消却の内容と、兀利金自動振込先

口座を確認した上で、誤りがあれぱ事務受託銀行の取扱店に直ちに連絡して

ください。この連絡が買入日の属する月の前月末日までにない場合、そのた

めに生じた損害については機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

〔届出事項の変更等についての規定〕

3(届出事項の変更等)

山機構に届け出た代表者の氏名及び住所、積立組合の名称及ぴ所在地、連絡

先その他の変更並びに募集年度の積立ての初回の債券購入の手続時に届け出

た届出印、元利金自動振込先口座その他の届出事項の変更(以下「届出事項

の変更」といいます。)があった場合には、届出の代表者 q弌表者の変更の

場合は、変更後の代表者)は、直ちに事務受託銀行の取扱店に対し、機構が

指定する手続書類により届け出てくださいこの場合、機構の指定する事項

の変更につぃては、積立手帳を併せて提出してください。この届出の前にこ

の届出を行わなかったことにより生じた損害については、機構及び事務受託

銀行は責任を負いません。

2 1の⑦に定めるところにより追加して応募し、複数の募集年度の積立てを

〔買入消却(中途換金・解約)についての規定〕

25 (買入消却等)

①買入消却の手続は、各募集年度の積立毎積立手帳番号毎に行います。

1の⑦に定めるところにより追加して応募し、複数の募集年度で積立てを

行っている積立組合については、それぞれの積立てについて一部又は全部の

買入消却を請求できます。

②積立組合は、次の 1又は2の場合に限り保護預り債券の全部又は一部につ

いて買入消却を請求できるものとします。

1 マンション共用部分の改良工事を行う場合各募集年度の積立毎(積立

手帳番号毎に積立開始日の翌日から1年を経過している場合で、機構

による審査を受け、機構が承認したときに限ります)

②マンションに係る不慮の事故等への対応の場合(機構による審査を受

け、機構が承認した場合に限ります。)

③積立組合は積み立てた債券につき、発行後2か月以内の債券及び買入日が

属する月に満期償還を迎える債券を除き、 1050万円(募集年度が平成14年

度以前である場合にあっては 10100万円単位で、募集年度の積立て毎

(積立手帳番号毎)に発行日の古い債券から順に買入消却を受けることとな

ります

④一部の債券の買入消却の場合には、買入消却する口数を指定してください。

⑤全部を買入消却した場合でも、買入請求手続の際に積立組合からの積立て

を中止する旨の申出がない限り、次回からの積立てを継続できます。

⑥買入代金の額は、額面金額とします(買入価額は額面100円につき100円と

します買入消却を行う場合には、買入日に、買入代金と併せて、直前の

利払日の翌日から当該買入日までの経過期間に応じて、機構が定める方法に

より,十算した利忘、額から源泉徴収税額を差し引いた額を、19から2ほでに定

める方法により支払います。
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在する積立組合又は購入した債券を全て買入消却している積立組合で、今後も

積立ての継続を希望しているものに対しては、マンション管理に関する有益な

情報を掲載した情報誌を定期的に送付する等の措置を行います。

〔アンケートへの協力依頼についての規定〕

30機構又は機構の委託を受けた者が、29に定める情報誌等を作成することを主

な目的として積立組合の代表者あてにアンケート調査の協力をお願いすること

があります。

〔痢井"こついての規定〕

27 (利払等)

山各債券の利払日は、年1回、 2月20日(その日が銀行休業日の場合は直前

の営業日)とします

②各債券の利払日には、債券発行時に各債券毎の機構が定める方法により計

算した利息、額から源泉徴収税額を差し引いた後の金額を、]9から2ほでに定

める方法により支払います

③利払に先立って、利金支払のご案内が届出の代表者又は管理会社あてに送

付されます当該代表者は送付された利金支払のご案内について、利払内容

と、元利金自動振込先口座を確認した上で、誤りがあれば事務受託銀行の取

扱店に直ちに連絡してくださいこの連絡が利払日の属する月の10日までに

ない場合、そのために生じた損害については機構及び事務受託銀行は責任を

負いません。

④積立組合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律(平成25年法律第27号第認条第1項又は第2項の規定により

法人番号が指定されたときは、当該法人番号を速やかに機構に提出してくだ

さい。

〔反社会的勢力の排除〕

31 積立組合積立組合を構成する区分所有者を含みます。31において同じ。)

は、次の住)から(3)までを機構に対して誓約します。

Ⅱ)積立組合が本制度利用中の全ての段階において次の1から7までに掲げる

者のいずれにも該当せず、これらの者のいずれとも関係これらの者を経営

に実質的に関わらせること、これらの者に資金供給又は便宜供与すること、

これらの者を従事者とすること等を含む。以下同じがないことを表明し、

かつ、将来にわたっても該当せず、関係がないことを確約すること。

①暴力団

②暴力団員

③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

④暴力団準構成員

⑤暴力団関係企業

⑥総会屋等、社会運動等標袴ゴロ又は特殊知能暴力集団等

⑦その他1から6までに準ずる次のいずれかに該当する者

イ自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第二者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

ている者

口暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又

は関与している者

ハ暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者

暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用

するなどしている者

②積立組合自ら又は第三者を利用して次の1から5までに該当する行為を行

わないこと

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計又は威力を用いて機構の信用を段損し、又は機構の

業務を妨害する行為

⑤その他①から④までに準ずる行為

侍XI)の①から⑦までに掲げる者のいずれかに該当し、これらの者のいずれか

と関係し、若しくは②の①から⑤までのいずれかに該当する行為をし、又は

住)に基づく表明及ぴ確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合に

は、積立組合は、次の①又は②の措置について一切の異議等を述べないで応

じること。

①機構が積立組合の承諾を得ることなく既に積み立てた債券を中途償還

すること

2 機構は積立組合に対して積立継続を認めないこと。

〔満期償還についての規定〕

28(満期償還等)

住満期償還日は、各債券毎に発行時に機構が定める日(その日が銀行休業日

の場合は直前の営業日)とします。

(2 満期償還日まで保有した債券については、各債券の満期償還日にその償還

金を、19から2ほでに定める方法により支払います

(3)満期償還に先立ってΥ満期償還金支払のご案内が届出の代表者又は管理会

社あてに送付されます当該代表者は送付された満期償還金支払のご案内に

ついて、満期償還の内容と、元利金自動振込先口座を確認した上で、誤りが

あれば直ちに事務受託銀行の取扱店に連絡してください。この連絡が満期償

還日の属する月の]0日までにない場合、そのために生じた損害については機

構及び事務受託銀1丁は責任を負いません。

④満期償還日後は利息、は付きません。

〔本制度の利用における情報提供についての規定〕

29(積立組合への情報提供)

債券購入の実績がある積立組合のうち、機構に保護預りされた債券の残高が存

〔本規定の変更の場合の扱い〕

32 本規定を変更する場合には、機構ホームページでお知らせします。

〔附則〕

その 1

その2

事務受,モ銀行はみずほ銀行とし、取扱店は同行本店とします。

2000年度募集に係る積立手帳に記載されている「元利金受取口座」につ

いては、本規定上の「元利金自動振込先口座」を指すものとします。

2000年度募集に係る保護預り申込書兼告知書に'載されている申込証

拠金受付期問(積立金の払込期間)」については、この手続規定上の

「積立金振込受付期間」を指すものとします。

その3



積立ての特典

「マンションすまい・る債」を積み立てた管理組合は、次の特典をご利用いただけます。

特典は、初回積立て開始から積立ての残高がなくなるまでご利用いただけます。

マンション共用部分リフォーム融資の金利を年02%引き下げます。

管理組合が機構の「マンション共用部分リフォーム融資」をそ利用される際、

積立てを行っていない管理組合に比べ、金利を年0.2%引き下げます。

※「マンション共用部分リフォーム融資」の申込時点で残高があることが必要

です。

マンション共用部分リフォーム融資の保証料かユ割程度割り引かれます。
((公財)マンション管理センターに保証委託する場合)

管理組合が機構の「マンション共用部分リフォーム融資」をで利用される

際、(公財)マンション管理センターへ保証委託する場合は、積立てを行って

いない管理組合1こ比べ、保証料が2割程度割り引かれます。

※積立てを継続している管理組合が積み立てた債券を全て買入れ(中途換金)

し、残高がなくなった場合でも、買入手続時に次回以降の継続積立を希望し

ていれぱ、で利用いただけます。

※この冊子の作成日(2020年Π月)現在、(公財)マンション管理センターヘ

保証委託する場合に同センターが実施している特典であり、今後、取扱いの

変更等が生じることがあります。

特典

2

機構が主催する管理組合向けのマンション管理に役立つセミナーへのご案内や公共団体、関係

団体等が実施するマンション管理・再生に関するセミナーの開催情報やマンション管理に役立つ

情報等を提供しています。

※「マンション共用部分リフォーム融資」については、46ページをご覧ください。

マンション共用部分リフォーム融資のご案内

マンション共用部分リフォーム融資とは、分譲マンションの共用部分の改良工事に要する費用

を対象とした融資です(以下の情報は2020年10月現在のものです。)。
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特 長

本融資には5つの特長があります。

【特長①】全期問固定金利

・借入申込み時点で返済額が確定しますので、返済計画が立てやすく、管理組合の合意形

成がしやすくなります。

【特長②】法人格の有無を問いません。

法人格の有無を問わずお申込みいただけます。

【特長③】担保は不要です。

【特長④】耐震改修工事を行うことにより、融資金利を一定程度(※1)引き下げます。

耐震改修工事(※2)を行う場合に対象となります。

【特長⑤】マンションすまい・る債の積立てにより、融資金利を年02%引き下げます。

マンションすまい・る債

積立組合向け融資金利

年0.48%

年022%
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借入申込み時点でマンションすまい・る債を積み立てている場合は、通常の融資金利か

ら年02%引き下げます。

※ 1金利の引下げ幅につきましては、毎月見直します。

※2建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に定める計画の認定を受1

耐震改修を行うもの等が対象になります。

詳しくは、48ページのお問合せ先にお問合せください。

融資金利 (返済期間が1年以上10年以内の場合)

特典

マンション共用部分リフォーム

耐震改修工事を伴う場合

※上記金利は、2020年10月現在のものです。融資金利は毎月見直します。

※最新の金利は、機構のホームページ(https://VVVVVV.jhf.80.jp/1.oan/yushi/info/mansionreform/

jouken.htm[)でご確認ください。

りフォーム融資の種類 融資金利

年0.68%

年0.42%

1



商品概要
詳細は機構HPの「マンション共用部分リフォーム融資のご案内(詳細版)」をご覧ください。
URL:https://VVVVVV.jhf.80.jp/fi[es/100011980.pdf

資金使余マンシヨン昌理組己がマンシヨンの<用0βの三工事を行'ための頁ν※

1 次の事項等が管理規約又は総会の決議※2で決められていること。

①マンション共用部分の工事をする運と。
②機構から資金を借り入れること(借入金額・借入期間・借入予定利
率等)。

③本返済には修繕積立金を充当すること。

④(公財)マンション管理センターに保証委託すること。
⑤組合員、業務、役員、総会、理事会及び会計に関する事項
2 管理規約において管理費又は組合費により充当すべき経費に修繕積立
金を充当できる旨の定めがないこと。
3 毎月の返済額※3が毎月徴収する修繕積立金額刈の80%以内※5とな
ること。

4 修繕積立金が一年以上定期的に積み立てられており、滞納割合が原則
として10%以内であること。また管理費や組合費と区分して経理されて

いること。

5 マンションの管理者又は管理組合法人の代表理事が当該マンションの

区分所有者伯然人)の中から選任されていること。
6 反社会的勢力と関係がないこと※6。

融資対象工事費※7又は150万円沈X住宅戸数のいずれか低い額泗
融資限度額

幅ま資額は10万円単位で、最低額は100万円です(10万円未満切捨て)。)

1年以上10年以内(1年単位)※10返済期問

担 保不要

保証人・(公財)マンション管理センターの保証をご利用いただきます。
保証料なお、保証料はお客さまの負担となります。

火災保険必要ありません。

返済方法元利均等返済又は元金均等返済

・融資手数料:必要ありません。
・繰上返済手数料:必要ありません。

ご利用いただける
管理組合

合092-233-1509

手数料

※1 耐震診断の実施、長期修繕計画の作成等に要する費用のみの場合も融資の対象となりま

す。この場合、本ご案内に記載している内容と手続等が異なりますので、詳細は次ページの

お問合せ先にお問合せください。

※2 決議を行う総会において、「商品概要説明書」等、機構所定の書式を配布した上で理事長

等が内容を説明し、その旨を当該総会の議事録に記載していただく必要があります。

※3 既に他の借入れがある場合は、今回の融資額に係る借入金の毎月の返済額に当該借入れに

係る毎月の返済額を加えた額とします。

※4 返済額に充当するために返済期問中一定額を徴収する場合には、その額を含みます。

※5 修繕積立金の滞納割合が10%超20%以内である管理組合がお借入れいただくためには、

定の条件を満たした上で、60%以内とする必要があります(詳細は「マンション共用部分リ

フォーム融資のご案内(詳細版)」をご覧ください)。

※6 管理割合の組合員が反社会的勢力に該当する場合、住戸が反社会的勢力の事務所等として

使用されている場合等もご融資できません。

※7 補助金等の交付がある場合は、融資対象工事費から補助金等を差し引いた額となります。

※8 耐震改修工事の場合は、500万円となります。

※9 毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金額の80%を超える場合は、80%以内(*)となる

よう融資額を減額させてぃただきます。また、既に他のお借入れがある場合は、今回の融資

額に係る借入金の毎月の返済額に当該借入れに係る毎月の返済額を加えた合計額が、毎月徴

収する修繕積立金の額の80%以内(*)であることが必要です。

(*)修繕積立金の滞納割合が10%超20%以内である管理組合がお借入れいただく場合はそ

れぞれ60%以内とする必要があります。

※10 一定の工事を行う場合、返済期問を最長20年問とすることができます。また、返済期問が

11年以上20年以内の場合は、融資金利等が異なります。

詳しくは、下記のお問合せ先にお問合せください。

【ご注意】
●審査の結果、お客さまのご要望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●上記は(公財)マンション管理センターへ保証を委託する場合の融資条件です。保証を委託しない場
合は、融資条件が異なります。
●非住宅(店舗等)部分の専有面積が全体面積の4分の1を超える場合は、当該部分に係る工事費は融
資の対象外となります。

●マンションすまい・る債の積立要件と本融資要件は異なりますのでご注意ください。
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マンション共用部分リフォーム融資に関するお問合せ先

支店名

北海道支店北海道

東北支店青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県

店栃木県・群馬県・新潟県・長野県・東京都・神奈川県・茨城県・本

まちづくり業務部埼玉県・千葉県・山梨県・静岡県

東海支店岐阜県・愛知県・三重県

近畿支店,<<"<<尓<゜<由<
石川県・福井県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

中国支店鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県

九艸1 支店福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
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営業エリア 電話番号

合011-261-8305

合022-227-5036

合03-5800-9366

合052-971-69偽

合06-6281-9266

合082-221-8653



第2章ご使用いただく書類の記入例

1 初回の積立てを行う時
(1)保護預り申込書兼告知書

あらかじめ印字されている部分です

信e入不要)。

※この部分を変更する場合は、印字部

分に届出印で訂正印を押印の上、枠

内に加筆修正してください。また、

53-54ページをご参照いただき、併

せて変更手続をお願いします。

全てご記入ください。

※代表者氏名欄は必ず自署してください。

あらかじめ印字されている部分です

信e入不要)

<法人番号の指定を受けている積立組合>

「法人番号の指定」欄の「有」に0を記入した

上で、マイナンバー制度開始に伴い指定された

法人番号を記入してください。

<法人番号の指定を受けていない積立組合>

「法人番号の指定」欄の「無]に0を記入して

ください。

※太枠の中を記入.押印し、1枚目を必要書類(マンションすまい・るしおり 910ページ参照)とともに、
みずほ銀行(事務受託銀行)証券部あてご返送ください。
2枚目は積立組合控となっていますので送付不要です。「積立手帳」ともに大切に保管してください。

住宅金融支援機構債券ンションすまい・る債)

※この棚を訂正する場合は、届出印で訂正印を押印して
変更手続を必ず行ってください。

積立組合番号 00 000

マンション管理組合の]一ーー

所在地後楽0_0-0

独立行政法人住宅金融支援機構殿

マンション管理組合名後楽コーポ管理組合

^1 ・ー後楽コーポ 101 号

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は9-10ページをご覧ください。

保護預?

私はマンションすまい・る債のしおりの内容を了承の上、上記マンション管理組合の総意に基づき、下記積立手帳番号に係

る住宅金融支援機構債券(区)(以下「債券」という。)の。預りを申し込み、併せて保護預り中の債券に係る元金及び利金
の支払の取扱いを依頼します。

また、併せて所得税法第224条第1項及び所得税法施令第339条第3項の規定に基づき、下記のとおり告知します。
000000-0000 債券の種別公社債等積立手帳番号

H・御・、
無※いずれかに0 (入がない場合には、「無」とみなしますのでご注意ください。)

00000000000

書兼告知書

ごさい。また「マンションすまい・る債のしおり」を参照の上、

摘要(備考)

支払の取扱者
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【債券積立のスケジュール及び各回の利息の支払期日】

申込証拠金受付期問積立
債券発行日

(積立金振込受付期問)回数

2021年2020年11月16日
第 1回

2月22日日"^

2022年2021年11月中旬

~2022年2月上旬 2月20日

2023年2022年11月中旬

第3回~2023年2月上旬 2月20日

2024年2023年11月中旬

第4回~2024年2月上旬 2月20日

2025年2024年11月中旬

第5回~2025年2月上旬 2月20日

2026年2025年11月中旬

第6回~2026年2月上旬 2月2 0日

2027年2026年11月中旬

~2027年2月上旬 2月2 0日

2027年11月中旬 2028年

~2028年2月上旬 2月2 0日

2029年2028年11月中旬

第9回~2029年2月上旬 2月2 0日

2030年2029年11月中旬

第10回~2030年2月上旬 2月2 0日

※いずれの債券も買入消却を行う際は、買入消却日直前の

が定める方法により利息を支払います。

保護預り
所在地東京都文京区後楽1丁目4番号

名称独立行政法人住宅金融支援機

文庁

西暦

①(みずほ銀行送付用)

市唾
郡

年

後楽0-0-0

月 日

届

●書き損じの場合は、二重線で訂正の上、

届出印を押印してください。

利息の支払期日還期限

2022年2月20日を初回としてその後償還031年

2月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う

2023年2月20日を初回としてその後償還3 2年

2月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う

2024年2月20日を初回としてその後償還3 3年

2月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う

34年2025年2月20日を初回としてその後償還

2月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う

2026年2月20日を初回としてその後償還3 5年

2月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う

2027年2月20日を初回としてその後償還3 6年

2月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う

037年2028年2月20日を初回としてその後償還

2月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う

2029年2月20日を初回としてその後償還3 8年

2月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う

39年2030年2月20日を初回としてその後償還

2月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う

040年2031年2月20日を初回としてその後償還

2月20日期限までの毎年2月20日に利息を支払う

息の支払期日の翌日から買入消却日までの経過期問に応じ、機構

※実際の記入に際しましては、黒又は青の

ボールペンでご記入ください。また消せ

るボールペンは使用しないでください。

次ページ以降も同様です。

【金融機関チエック梱】

2.登記簿謄本又全部事項証明書 3告知書 1.管理規約

確認書類 5.運転免許証ニピー 6.健康保険証コーフ.その他(

法人番号 1.法人番号指定通知書コピー

確認書類 2.「国税庁法人番号公表サイト」検索結果(か月以内)

処理日

記入日をご記入ください。

「届出印の登録及び元利金自動振込依頼

書」により届け出ていただく印鑑(注)

を鮮明に押印してください。

(注)既に積立てを行っている積立組合が

新たに積立てを行う場合は現在登録され

ている印鑑

(金融機関 柵)

印鑑証明書

権限者 精査

4

担当者

住民票

今後の債券積立のスケジュール(予定)

です。内容をご確認ください。

照合

ご記入いただきましたら、1枚目を必要書類(9-10

ページ参§引とともに、みずほ銀行証券部宛てご返

送ください。

※2枚目は積立組合控となっていますので送付不要

です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく

ださい。
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初回の積立てを行う時
※応募時から現在までに代表者の方等に変更がない場合

1 届出印の登録及ぴ元利金自動振込依頼書

記入日をご記入ください。

あらかじめ印字されている部分です

信己入不要)。

※印字されている内容をご確認くださ

い。印字されている内容に誤りがあ

る場合は53-54ページをご参照くだ

さし、。

代表者の方のご氏名を自署によりご記入

ください。

今後の積立手続の中でご使用になる届出印を鮮明に押

印してください(2枚目と3枚目にも押印してくださ

い。)。

X太粋の中を全て記入・押印し. 1枚目・2枚目を必要杏顕(マンションすまい・る債のしおり910ヘーシ
3牧目は碩立組合控となっていますので送"不要です「磧立手とともに大切に保管してください

住宅金融支援機構債券

独立行法人住宅金融支援機構
^

【届印の登録
届出印欄に届出印を押印ください。また、下記印字内容をご確認い
変更がある場合は、下の■~回の該当番号をて囲み、変更欄の

※詳しくは「マンションすまい・る債のしおり」(51ヘージ上

届出印について

届出印は今後の手続(債券の買入(中途換金)の請

求や代表者変更などの各種届出等)においてご使用

いただく印で、事務受託銀行が積立組合からの真正

な申出であるか否かを確認するためにお届けいただ

くものです。

なお、届出印は原則として代表者個人の印ではなく、

次の印となります。

<法人登記していない積立組合>

積立組合の印(理事長印等)

<法人登記している積立組合>

法人の印鑑登録のある印

積立組合の印を作成していない場合は、新たに作成

していただくことをお勧めします。

積立組合印を作成しないで代表者の方の個人印を届

出印とした場合は、代表者の方の変更の都度届出印

の変更手続が必要となり、変更手続が遅れた場合、

トラブルの原因ともなりますので、極力お避けくだ

さし、。

廃止日

積立組合所在地

ご記入いただきましたら、 1枚目と2枚目を必要書

類(9-10ページ参§引とともにみずほ銀行証券部

宛てご返送ください。

※3枚目は積立組合控となっていますので送付不要

です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく

ださい。

積立組合番号

届出印の登録及び利金自動振込依頼書

積立組合所在地

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は9-10ページをご覧ください。

0む0000

〒000-0000

東京都文京区

後楽0-0-0

積立組合名称

積立組合名称

代表者住所

)とともに.みずほ銀行(事務受託鵡行)証券部あてご返送ください

ンションすまい・る債)

後楽コーポ管理組合

電話番号

TO00-・0000

東京都文京区

後楽0-0-0

後楽コーポ 101号室

00-0000-0000

代表者氏名

だき、変更がない場合は、代表者暑名欄にご署名ください
内は、変更する内容にかかわらず、全てご記入ください.

)をご参照ください。

者代

法人登記有無

代表者署名柵

(ゴム印不可)
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後楽太郎

毎

西暦 0000年

後楽太郎

【元利金自動振込の依頼】
当マンション管理組合は、今後貴行において受領する住宅金融支援機構債券ンションすまい.る債)の元利金について、下記の預金
口座への自動振込みを依頼します(下記預金口座をπ利金自動振込先口座とし指定します。)
なお、今後元利金自動振込先口座の変更が必要な場合には、速やかに届出を行ますので、振込みの度に貴行からの入金先確認の連絡は必
要ありません.

また.この依頼書の提出に当たっては、将来どのような事故が生じましても'シン管理組合がその責を負い、独立行政怯人住宅金融
支援機檎及び貴行に対しましては一切ご迷感、ご損害をおかけしません

①みずほ銀行送付用

区町村名

番地

フりガナ

積立組合

名称

都・道・府・県

0月00日

変更欄

上記■~■"変更ない場合は表者氏名

■臣■■皿匪

区町村名
番地

振

都・道・府

込

号室等

T E L

フりガナ

先

預金口座名義

代表者
氏名

(白署)

＼

銀行 店

けりガナ>必ずご記入ください。コウラクコーホカリクミア

●書き損じの場合は、二重線で訂正の上、

届出印を押印してください。

(金融機関及び店舗名)

仁

)ー(

必ご署名

1積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管理規約にめられた積立組合の名称と伺一であること。

2積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座であこと。
3銀行、信金、信組、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行の口座であること(証券会社及び保険会社の口座は指定できません。)

届出印は、積立組合印又は理事長印を必ず押印ください(個人印はお
避けください法人翌記している積立組合は、印鑑聳録されている
印を押印ください。)※2枚目と3枚目にも押印ください

日本橋

後楽コー,t管理組合

記入不要

利息、償還金及び買入代金のお受取にご使用

される口座の情報を正確にご記入ください(旦
座名義(フりガナを含みます。)は省略せずに

ご記入ください。)。

口座
番号

(預金種類

2)当座

ノ

000000

元利金自動振込先口座について

ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための

口座で、次の条件を全て満たす口座としてください。

・積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義

が管理規約に定められた積立組合の名称と同

ーである。

・普通預金又は当座預金(定期預金、金銭信託

等はご指定できません。)

銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同

組合、漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀

行等の国内店舗の口座(証券会社及び保険会

社の口座はご指定できません。)

この条件を満たす口座がない場合は、条件を満たす

口座を新たに開設していただきますようお願いしま

す。

既に積立てを行っている積立組合が新たに積立てを

行う場合は、現在登録されている元利金自動振込先

口座をご記入下さい。

口座番号)

必ずご記入く

〒

担
当
者

権
限
者

〒

届
出
印

艇
0

)

1
 
2(
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初回の積立てを行う時
※応募時から現在までに代表者の方等に変更がある場合

2 届出印の登録及ぴ元利金自動振込依頼書

記入日をご記入ください。

変更する内容が含まれる番号に0をつけてくだ

さし、。

あらかじめ印字されている部分です信こ入不要)。

記入不要

今後の積立手続の中でご使用になる届出印を鮮明に押

印してください(2枚目と3枚目にも押印してくださ

い。)。

※太粋の中を全て記入・押印し、 1枚目・2牧目を必要書顕(マンションすまい・る債のしおり910ヘーシ
3牧且は犢立組合控となっていますので送付不要です.「積立手幅」とともに大切に保管してください

住宅金融支援機構債券

届出印について

届出印は今後の手続(債券の買入(中途換金)の請

求や代表者変更などの各種届出等)においてご使用

いただく印で、事務受託銀行が積立組合からの真正

な申出であるか否かを確認するためにお届けいただ

くものです。

なお、届出印は原則として代表者個人の印ではなく、

次の印となります。

<法人登記していない積立組合>

積立組合の印征里事長印等)

<法人登記している積立組合>

法人の印鑑登録のある印

積立組合の印を作成していない場合は、新たに作成

していただくことをお勧めします。

積立組合印を作成しないで代表者の方の個人印を届

出印とした場合は、代表者の方の変更の都度届出印

の変更手続が必要となり、変更手続が遅れた場合、

トラブルの原因ともなりますので、極力お避けくだ

さし、。

独立行政法人住宅金融支援機構
みほ

【届印の登録】
届出印棚に届出印を押印ください.また、下記印字内容を」確認し
変更がある場合は、下の■~目の該当番号をで囲み、変更糊の

※詳しくは「マンションすまい・る債のしおり」 51ページ上)

積立組合所在地

元利金自動振込先口座について

ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための

口座で、次の条件を全て満たす口座としてください。

・積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義

が管理規約に定められた積立組合の名称と同

ーである。

普通預金又は当座預金(定期預金、金銭信託

等はご指定できません。)

・銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同

組合、漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀

行等の国内店舗の口座(証券会社及ぴ保険会

社の口座はご指定できません。)

この条件を満たす口座がない場合は、条件を満たす

口座を新たに開設していただきますようお願いしま

す。

既に積立てを行っている積立組合が新たに積立てを

行う場合は、現在登録されている元利金自動振込先

口座をご記入下さい。

積立組合番号

届出印の登録及び

積立組合所在地

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は

9-10ページをご覧ください。

000000

000000

〒000-0000

東京都文京区
後楽0-0-0

積立組合名称

積立組合名称

代表者住所

ともに、みずほ銀行(車霧受託銀行)証券部あてビ返送ください

ンションすまい

後楽コーポ管理組合

金自動振込依頼書

電話番号

〒000-0000

東京都文京区

後楽0-0-0
後楽コーポ101号室

00-0000-0000

代表者氏名

代

代表者署名柵

(ゴム印不可)

変更がない場合は、代表者暑名欄にご署名ください
#、変更する内容にかかわらず、全てご記入ください

をご参照ください。

法人登記有無

る債)

53

者

後楽太郎

変更欄

〒回回回空回回回回
文京東京都・道・府・県

区町村名
後楽0-0-0

番地

フりガナコウラクコーボン1クミア

後楽コーポ管理組合積立組合

名称

〒000-0000

東京⑳・道・府・県 文京

区町村名
後楽0-0-0番地

後父コー,、503号号室等

( 00 )ー(0000)ー(0000T E L

ジュウコウ ロウフりガナ ソ

西暦 0000年00月00日

【元利金自動振込の依頼】
当マンション管理組合は、今後貴行において受領する住宅金融支援機構債券
口座への自動振込みを依頼します(下記預金口座をπ利金自動振込先口座とし
なお、今後元利金自動振込先口座の変更が必要な場合には.速やかに届出を行
要ありません.

また、この依頼書の提出に当たっては、将来どのような事故が生じましても
支援機彬及び貴行に対しましては一切ご迷惑、ご損害をおかけしません

①みずほ銀行送付用

●書き損じの場合は、二重線で訂正の上、

届出印を押印してください。

●10月20日頃にお送りしてぃる,1受付番号及び登録
内容のお知らせ(積立手帳別紙)」ハガキの登録内

容(申込組合所在地、申込組合名称、代表者住所、

代表者氏名、代表者電話番号及び法人登記の有無)

に変更があった場合には、他の必要書類(師P25~

参照※ただし、登録内容の変更届出書を除きます。)

を併せてご提出いただくことになります(積立用書

類に同封してください。)。特に代表者の方の変更の

場合は、29ページを併せてご参照ください。

上記■~■'゛変更ない場合は表者氏名を

口座番号)

振 込

必ずご記入ください

先

廃止日

預金口座名義

代表者
氏名

(自署)

店銀行

けりガナト必ずご記入くださいコウラクコーホカンjクミアイ

(金融機関及び店舗名)

や

住構次郎

1積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名養が管理規約1ごられた積立組合の名称と同一であること。

2積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座であーと
3銀行、(口金、イロ組、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行口座であること(証券会社及び保険会社の口座は指定できません。)。

届出印は、積立組合印又は理事長印を必ず押印ください(個人印はお
避けください法人登記している積立組合は、印鑑登録されている
印を押印ください。)※2枚目と3枚目にも押印ください

ンションすまい・る債)の元利金について、下記の預金
定します.).
す 振込みの度に貴行からの入金先確認の連絡は必

日本橋

後楽コー,管理組合

変更する内容にかかわらず、全て記入してく

ださい(フりガナも必ずご記入ください。)。

※代表者氏名欄は必ず自署してください。

シン管理組合がその責を負い、独立行政怯人住宅金融

利息、償還金及び買入代金のお受取にご使用

される口座の情報を正確にご記入ください(ロ

座名義(フりガナを含みます。)は省略せずに

ご記入ください。)。

ご記入いただきましたら、 1枚目と2枚目を添付書

類(9-10ページ参§引とともにみずほ銀行証券部

宛てご返送ください。

※3枚目は積立組合控となっていますので送付不要

です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく

ださい。

辻通

0

(預金種類

2)当座

届
出
印

1
 
号
口
番

無

扣
当
者

再
鑑

権
限
者

)

1
 
2(



代表者署名欄し必ず現在の代表名が自岩してください。)

初回の積立てを行う時

申込証

機械で読みとりを行う部分です。この

部分を汚したり、折り曲げたりしない

ようご注意ください。

(表面)

'申込証⑳1鞭轟松^晶岫
申込受付期問 2020年11月16日からにみずほ銀行本店に到着し

2020年12月25日までない場合、申込みは無効
申込証拠金払込日 2021年2月3日になります。

区第0 000号住宅金融支援機構債券

に申込証拠金払込取扱場所及び払込金取扱場所申込受付場所並

申込証拠金額

今回積み立てる債券の発行条件を記載し

ています。債券の発行条件をご確認くだ

さい(裏面もご確認ください。)。

債券の総額
債券成立の特則

債券の形式
債券の発行価額
債券発行日(払
各債券の金額

(申込証拠金払込期日までに証拠金の払込みの

株式会社みずほ銀行本店
払込金額相当額とし、払込朔日に払込金に充当
する.なお、申込証拠金には利息を付けない
金 千円
本債券の佑募総額が、本債券の総額に達しない
ときでも、その応募鞠額をもって成立する
無。三名式利札付に限る。
額面100円につき金100円
2021年2月22日

千円 千円

償還の期限及び

日)

慣還価額
R読取棚

千円 千円

智'千円の

本債券は、 20 3 1年2月20日にその額面
金額を慣還する。ただし、慣還金を支払うぺき
日が銀行休業日に当たるときは、その前営業日
に繰り上げる。
額面100円につき金100円

(この部分を汚さないでください。)

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は9-10ページをご覧ください。

現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください(ゴム印は使用しないでください。)。

13

積立組合の名称、所在地及び代表者に変硬がある場合は、届出印で訂正印を押印し
枠内に加筑修正してください。なお、その際はマンションすまい・る債のしおり」
をご確認の上、変更手続を必ず行ってください

00000000000000000

利金支払方法並びに
支払期日及び利率

(注)「5.債券の総客動は、機構募集債券の総額になります。

「※金融機関確認欄」は、金融機関の使用欄となります。

株式会社みずほ銀行

束京都千代田区大手町一丁目5番5号

事務取扱部署:証券部証券管理室証券事務チーム

東京都港区港南2 -15-1

上記以外の事項は、これを本申込証の裏面に記載し、申込証記載事
項の一部とする

00002021年2月独立行政怯人住宅金融支援機綱理事長

以下の印字内容は住宅金融支援機栴における9月末現在の登録内容です(*)

積立手
000000-0000稙立粗合の

番号後楽コーポ管理組合名称

※金融機関確認棚

ω利息は債券発行日の翌日から償還期日までこれを付
け、下記に定める和井厶期日に、各利払期日に応じた
利率により、各その日までの前1箇年分を支払う

(裏面)

第1回 2022年2月20
第2回 2023年2月20
第3回 2024年2月20
第4回 2025年2月20
第5回 2026年2月20
第6回 2027年2月20
第7回 2028年2月20
第8回 2029年2月20
第9回 2030年2月20
第10回 2 0 3 1年2月20

代表者署名欄左側に印字されている代表者が変更されている場合は、印字部分に届出印で訂正印を

押印の上、代表者署名欄は現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください(ゴム印は

使用しないでください。)。

<記入例>

55

所在地

また、53-54ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。

代表者の方の変更の場合は、代表権等の確認書類の提出が必要となりますので、29ページをご参照

ください。

裏面記載事項

払込金額(額面金額)

〒 0-0000
東京都文京区後楽0-0-0

住構次郎

010%

024%

0'1%

057%

073%

083%

101%

120%

136%

152%

後楽太郎

本申込証記載事項及びマンションすまい・る債のしおりを承認の上、応募いたしたく
上記のとおり申し込みます

買入消却

代表者署名柵(必ず現在の代表者が自署してください。)

⑦Hのωから幟までに基づき本債券の買入消却を行う
場合には、当該買入消却に係る買入代金の交付日
(以下買入消却日」という。)に,当該買入消却
迫前の上記ωに定める利払日の翌日から当該買入消却日
までの経過期問に応じ、独立行政法人住宅金融支援
撥楢の定める方法により計算した利息額を支払う
(3)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときには
その前営業日に繰り上げる
(0111こ定める償還の期日後は利息を付けない。
U)買入消却はいつでも行うことができるものとし、住
宅金融支援機構債券の枝立者が自ら積み立て独立行政
法人住宅金融支援機栴に保管の委託をしている住宅金
融支損機構債券につき,第 1 回の積立てから 1年以上
経過した住宅金融支援機構債券の桜立者から当該積立者
の区分所有に係る建築物の共用部分の改良工事を行う
目的で買入請求があったとき又は住宅金融支援機構債
券の積立者の区分所有に係る建築物に不慮の事故等
が発生した場合で当該樋立者から買入詩求があり
独立行政法人住宅金融支援機描が買入消却を認めた
ときは買入消却を行うものとする.
(2)買入消却の価格は、額面100円につき金100円とする。
(3)買入消却日が銀行休業日に当たるときは、その前営業日
に繰り上げる.
株式会社みずほ銀行本店
株式会社みずほ銀行本店
本債券の債権者は、独立行政法人住宅金融支援機構法
(平成 17年法律第82号)の定めるところにより、独立行
政法人住宅金融支援機構の財産について他の債権者に
先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する
ただし、本債券を含めた一般扣保債券に係る優先弁済
権は、民法(明治29年怯徹第89号)の規定による般の
先取特権に次ぐものとされ、般担保債券同士での優
先劣後の関係はなく、同順位で担保される。

56

¥00,000,000

、,
J 、

買入消却取扱場所
元利金支払場所
担保

太R

18 募集の受託会社

あらかじめ印字されている部分です信e入不要)。

※積立組合の名称又は所在地を変更する場合は、印字部分に届出印で訂正印を押印の上、枠内に

加筆修正してください。また、53-54ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。禎
立
組
合

)

1
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日
日
日
日
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日
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所定の債券発行日に債券を発行した後、手続が完了し債券を発行した旨を記載した「発行

通知書」(ハガキ)を機構から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定した管

理会社宛てに送らせていただきます。

初回の積立てを行う時

振込依頼書

金融機関に振込みを依頼された日付

を西暦でご記入ください(2力炉月。

振込期間後の手続に1 一切応じられまん。

匝Σ回

58

依頼日

銀行名

0000年

みずほ銀行

預金種目

マンションサイハライコミグチ

マンション債払込口

振込依

00月

〒108-6009 東京都港区港南2 -15-1

(連絡先) 03-5252-6017

その他(別段)

本店

00000000000

コウラクコーポカンリクミアイ

頼書

種目

後楽コーポ管理組合

〒000-0000東京都文京区
後楽0-0-0

に遡駈樹後楽太郎

口座番号

(ご連絡先電話番)

依頼日・ご依頼人のご連絡先氏名・代表者氏名)

7234262

電信振込

品川インターシティA棟

科目

あらかじめ印字さ

れている部分です

信三入不要)。

00 0000 0000

金額

内

手数料

現金

当店

他店

振込期問

0000年00月00日から
0000年00月00日まで

※届出印を押印しないでq諮い。

0000000

57

積立組合控

・ご連絡先電話番号を記入してくだい。

銀行の方へ

振込期間を経過したものは付できません。

「振込依頼書」によりマンションすまい・る債の事務受託銀行であるみずほ銀行に振り込んでください。
積立金の振込みを行った後は、この「振込金受領書」を振込みの証拠書類として、大切に保管してください。

「雇信覆刀振込金受領書

振込日

銀行名

●書き損じの場合は、振込みをする金融機

関に訂正方法をご確認ください。

預金種目

みずほ銀行本店

マンションサイハライロミグチ

年

マンション債払込口

〒108-6009 東京都港区港南2 -15-1

(連絡先) 03-5252-6017

月

その他(別段)

代表者の方のご氏名及

びお電話番号(日中に

連絡がとりやすいお電

話番号)をご記入くだ

さし、

00000000000

コウラクコーポカンリクミアイ

届出印を押印しない'ご注意ください。

後楽コーポ管理組合

〒000-0000東京都文京区
後楽0-0-0

あらかじめ印字されている

部分です信e入不要)。

金額

口座番号

(ご連絡先氏名)

右紙片(振込金受領書)は振込みの証拠書類となる書類です。

大切に保管してください。

お振込みいただいた積立金(申込証拠金)について、振込みに関する証明書及ぴ債券
の発行日までの残高に関する証明書を発行しません。

手数料 1
,,円

¥10100:0:001010

7234262

(ご連絡先電話番)

マンションすまい・る債

※住宅金融支援機構が定めた所
に対しては、債券発行は行わ
にかかる振込手数料は積立組
ご了承ください。なお、振込金

00(0000) 0000

左記の金額正に受け取りまし

銀行受領印

品川インターシティA棟

0000年度募集第回積立分

の期問内に有効な積立用書類の提出がない積立金の振込み
、積立組合に通知することなく返金させていただきます。返金
の負担となり、振込手数料を控除して返金いたしますので、
申込証拠金)には、債券の発行日までの利息は付きません。

円
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住構次郎

2回目以降の積立てを行う時

申込証

機械で読みとりを行う部分です。この

部分を汚したり、折り曲げたりしない

ようご注意ください。

(表面)

区第

申込受付期問

申込証拠金払込

口

(申込証拠金払込期日までに証拠金の払込みの
ないときは、その申込みを無効とする。)

申込受付場所並に申込証拠金払込取扱場所及び払込金取扱場所
株式会社みずほ銀行本店
払込金額相当額とし、払込期日に払込金に充当申込証拠金額
する.なお、申込証拠金には利息を付けない。
金 下円
本債券の応募総額が、本債券の総額に達しない
ときでも.その応募総額をもって成立する
無記名式利札付に限る.
額面100円につき金100円

日) 2021年2月22日
千円千円

申込証⑳1繊轟、1'^1婿舳
2020年11月16日からにみずほ銀行ホ店に到着し
2020年12月25日までない場合、申込みは無効
2021年2月3日になります。

号住宅金融支援機構債券

丁目5番5号

今回積み立てる債券の発行条件を記載し

ています。債券の発行条件をご確認くだ

さい(裏面もご確認ぐださい。)。

債券の稔額
債券成立の特則

債券の形式
債券の発行価額
債券発行日(払
各債券の金額

償還の期限及び

償遍価額
CR読取楓

千円
習'千円の

本債券は、 203 1年2月20日にその額面
金額を償還する.ただし、償還金を支払うべき
日が銀行休業日に当たるときは、その前営業日
に繰り上げる。
額面100円につき金100円

(この部分を汚さないでください。)

また、63-64ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。

代表者の方の変更の場合は、代表権等の確認書類の提出が必要となりますので、29ページをご参照

ください。

13

積立組合の名称、所在地及び代表者に変更がある場合は届出印で訂正印を押印し
枠内に加筆修正してください。なお、その際はマンションすまいる債のしおり」
をご確認の上、変更千続を必ず行ってください

00000000000000000

利金支払方法並びに
支払期日及び利率

(j卦「5.債券の総Z則は、機構募集債券の総額になります。

「※金融機関確認欄」は、金融機関の使用欄となります。
@

千円

上記以外の事項は、これを本申込証の裏面に記載し、申込証記載事
項の一部とする.

00002021年2月独立行政法人住宅金融支援機構理事長

1下の印字内容は住宅金融支援機柵における9月末現在の登録内界です。(*)

積立手
000000-0000槙立組合の

番号後楽コーポ管理組合名称

※金融機関確認柵

ω利息は債券発行日の翌日から償還期日までこれを付
け、下記に定める利払期日に、各利払期日に応じた
利率により、各その日までの前1箇年分を支払う。

(裏面)

第1回 2022年2月
第2回 2023年2月
第3回 2024年2月
第4回 2025年2月
第5回 2026年2月
第6回 2027年2月
第7回 2028年2月
第8回 2029年2月
第9回 2030年2月
第!0回 2 0 3 1年2月

59

所在地

代表名署名欄しピ,ず現在の代表名が自零してくガさい。)

裏面記載事項

払込金額(額面金額)

〒000-0000
東京都文京区後楽0-0-0

20日

20日

20日

20日

20日

20日

20日

20日

010%

024%

041%

057%

073%

083%

104%

120%

136%

152%

後楽太郎

本申込証記載事項及ぴマンションすまい・る債のしおりを承認の上、応募いたしたく
上記のとおり申し込みます。

買入消却

代表者料名棚し必ず現在の代表音が自署してください。)

②凶のa)から御までに基づき本債券の買入消却を行う
場合には、当該買入摸却に係る買入代企の交付日
(以下買入消却日という。)に、当該買入消却
直前の上記ωに定める利払日の翌日から当該買入消却日
までの経過期問に応じ、独立行政法人住宅金融支援
機榊の定める方法により計算した利息額を支払う。
(3)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときには
その前営業日に繰り上げる。
U)1Ⅱこ定める倹還の瑚日後は利息を付けない。
(D買入消却はいつでも行うことができるものとし
宅金融支援機榊債券の積立者が自ら積み立て独立行政
怯人住宅金融支援機構に保管の委託をしている住宅金
融支援機柚債券につき、第 1 回の禎立てから 1年以上
経過した住宅金融支援機擶債券の稍立耆から当該杭立名
の区分所有に係る建築物の共用部分の改良工巾を行う
目的で買入詰求があったとき又は住宅金融支援機榊債
券の積立者の区分所有に係る建築物に不慮のU1故等
が発生した場合で当該積立名から買入訪求があり
独立行政法人住宅金融支援機榊が買入消却を認めた
ときは買入消却を行うものとする
⑦買入消却の価格は、額面100円につき金100円とする
G)買入消却日が銀行休業日に当たるときは、その前営業日
に繰り上げる
株式会社みずほ銀行本店
林式会社みずほ鍍行本店
本偵券の偵権者は、独立行政怯人住宅金融支援機描法
(平成!7年怯律第82号)の定めるところにより、独立行
政怯人住宅金融支援機梢の財迩について他の債権者に
先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する
ただし、本償券を含めた一般担保債券に係る優先弁済
権は、民怯(明治29年法律第89 号)の規定による般の
先取特権に次ぐものとされ、一般担保債券同士での優
先劣後の関係はなく、同順位で担保される

60

00,000,000

、,
ー、

買入消却取扱場所
兀利金支払場所
担保

太R

18 募集の受託会社

あらかじめ印字されている部分です信a入不要)。

※積立組合の名称又は所在地を変更する場合は、印字部分に届出印で訂正印を押印の上、枠内に

加筆修正してください。また、63-64ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。

現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください(ゴム印は使用しないでください。)。

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町

事務取扱部署:証券部証券管理室証券事務チーム

東京都港区港南2-15-1

代表者署名欄左側に印字されている代表者が変更されている場合は、印字部分に届出印で訂正印を

押印の上、代表者署名欄は現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください(ゴム印は

使用しないでください。)。

<記入例>

積
立
組
合

)(

5
 
6
 
7



所定の債券発行日に債券を発行した後、手続が完了し債券を発行した旨を記載した「発行

通知書」(ハガキ)を機構から積立組合の代表者の方のご自宅又は積立組合が別途指定した管

理会社宛てに送らせていただきます。

2回目以降の積立てを行う時

振込依頼書

金融機関に振込みを依頼された日付

を西暦でご記入ください(2力中用。

振込期間後の手続には切広じられまん。

匝亟]
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依頼日

銀行名

0000年

預金種目

みずほ銀行本店

マンションサイハライコミグチ

振

00月

銀
か機行
ら械の
打処方
電理へ

マンション債払込口

〒108-6009 東京都港区港南2 -15-1

(連絡先) 03-5252-6017

00000000000

コウラクコーポカンリクミアイ

その他(別段)

込依 頼書

種目

後楽コーポ管理組合

〒000-0000東京都文京区
後楽0-0-0

に連絡先氏鋤後楽太郎

口座番号

(ご連絡先電話番)

依頼日・ご依頼人のご連絡先氏名・代表者氏名)

7234262

電信振込

品川インターシティA棟

科目

あらかじめ印字さ

れている部分です

信三入不要)。

00 0000 0 0

金額

内現金^
当店

・'冒

手数料

0000年度募集第回積立分

の期間内に有効な積立用書類の提出がない積立金の振込み
、積立組合に通知することなく返金させていただきます。返金
の負担となり、振込手数料を控除して返金いたしますので、
申込証拠金)には、債券の発行日までの利息は付きません。

0000000

振込期間

0000年00月00日から
0000年00月00日まで

※届出印を押印しないでq飽い。
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「振込依頼書」によりマンションすまい・る債の事務受託銀行であるみずほ銀行に振り込んでください。

「霜三霜吾可 積立金の振込みを行った後は、この「振込金受領害」を振込みの証拠書類として、大切に保管してください。

「匡信覆刀振込金受領書
円
左記の金額正に受け取りまし振込日 月

・ご連絡先電話番号を記入してくだい。

銀行の方へ

振込期間を経過したものは付できません。

右紙片(振込金受領書)は振込みの証拠書類となる書類です。

「積立手帳」とともに大切に保管してください。

お振込みいただいた積立金(申込証拠金)について、振込みに関する証明書及ぴ債券
の発行日までの残高に関する証明書を発行しません。

銀行名

年

みずほ銀行

●書き損じの場合は、振込みをする金融機

関に訂正方法をご確認ください。

預金種目

マンションサイハライコミグチ

マンション債払込口

〒108-6009 東京都港区港南2 -15-1

(連絡先) 03-5252-6017

その他(別段)

本店

代表者の方のご氏名及

ぴお電話番号(日中に

連絡がとりゃすいお電

話番号)をご記入くだ

さし、。

00000000000

コウラクコーポカンリクミアイ

届出印を押印しない'にご注意ください。

後楽コーポ管理組合

あらかじめ印字されている

部分です信三入不要)。

〒000-0000東京都文京区
後楽0-

金額

口座番号

(ご連絡先氏名)

手数料

,,円

¥10100:0:001010

7234262

(ご連絡先電話番)

マンションすまい・る債

※住宅金融支援機構が定めた所
に対しては、債券発行は行わ
にかかる振込手数料は積立組
ご了承ください。なお、振込金

収入印紙

品川インターシティA棟

銀行受領印

の
た
め
、
コ
ー
ド

し
て
く
だ
さ
い
。

ご
依
頼
人

受
取
人

(
手
数
料
は
お
客
様
の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。
)

(
切
り
は
な
さ
ず
に
振
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
)

訳

取
扱
金
融
機
関
収
納
印

受
取
人

0
本
振
込
用
紙
以
外
の
使
用

は
出
来
ま
せ
ん
。

0
必
ず
電
仏
に
て
お
振
込
み

0

く
た
さ
い

)

2
住

ご
依
頼
人



変更手続時(代表者の方の氏名・住所、積立組合の名称・所在地、
3 代表者以外の方の連絡先儉計担当役員等の方や管理会社割、届出日の変更の場合)
登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

記入日をご記入ください。

変更する内容が含まれる番号に0をつけ

てください。

番号に0をつけた項目について変更前の

内容をご記入ください。

※目に0をつけた場合、変更内容が氏

名・住所・電話番号のいずれか1つ

の変更であったとしても、目に含ま

れる全ての項目(氏名、住所及び電

話番号)をご記入ください。

※「積立組合名称」及び「代表者氏名」

をご記入する際は、必ずフりガナを

ご記入ください。

※太枠の中を全て記入の上、代表者が署名・押印し、1枚目・2 枚目をみずほ銀〒丁(真託銀行)証券部に送付してください
1(みずほ銀行送付用)3枚目は積立組合控となっていますので送付不要です積立手帳」とともに大切保管してください。

書類送付先・お問合せ先(事務受託銀行)みずほ銀行証券部証券管室証券事務チーム 〒108-6009 東京都港区港南2-15-1 TEL :03-5252-6017

住宅金融支援機構「マンシ.ンすまい・る伺登録内の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)
住宅金融支援機構

西暦 000年00月00日

届出印は今後の手続(債券の買入(中途換金)の請

求や代表者変更などの各種届出等)においてご使用

いただく印で、事務受託銀行が積立組合からの真正

な申出であるか否かを確認するためにお届けいただ

くものです。

なお、届出印は原則として代表者個人の印ではなく、

下記の印となります。

<法人登記していない積立組合>

積立組合め印(理事長印等)

<法人登記している積立組合>

法人の印鑑登録のある印

0000

利息、償還金及ぴ買入代金のお受取にご使用さ

れる口座の情報を正確にご記入ください_【口座

名義(フりガナを含みます。)は省略せずにご記

入ください。)。

元利金自動振込先口座について

ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための口座

で、次の条件を全て満たす口座としてください。

積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管

理規約に定められた積立組合の名称と同一である

・普通預金又は当座預金(定期預金、金銭信託等は

ご指定できません。)

・銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同組
"△、

漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀行等のCコ、

国内店舗の口座信正券会社及び保険会社の口座は

ご指定できません。)

弓選^月1」

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は
24-34ページをご覧ください。

0000000

※書類の送付先を管理会社としている場合で、ご担

当の管理会社が変更となったときは、併せて「送

付先(変更・中止)依頼書」の提出により送付先

を変更する手続が必要です(35-36ページ参照)。

＼

000 0000

東京⑳

後楽000

後楽コーポ101号室

.

ノ

後楽太郎

コウラクタロウ

63

文京

00000

000 0000

東京⑳
後楽0-0-0

コウラクコーポカンリクミアイ

後楽コーポ管理組合
000 0000

東京@
後楽0-0-0

後楽コーポ503号室

0 0000
ジジュウコウ ロウ

,・・ぐ太枠内は全て記入し、押印ください。>「

住宅花子

00マンション管理(

中央東京 0

00課

書き損じの場合は、訂正箇所に届出印を押印ください。

「積立手帳」をご覧いただき、「積立組

合番号」 Bで始まる6桁の番号)をご

記入ください。

住構次郎

文京

臣

変更する内容にかかわらず、全て記入

押印してください(フりガナも必ず

記入ください。)。

剰弌表者氏名欄は必ず自署してください

また、届出印は鮮明に押印ください。

⑧

゛

゛

田"

r

00支店

八重洲0-0-0

文京

①積立組合自身の預口座で、かつ、口座義が

②積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座
③銀行、信金、信組、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ

銀行使用欄確認霄類 1管理規約 2登記縛謄本又は全部事項証明書3卸鑑証明書4住民票転免許証コピー6健康保険証コピーフ.その他(
振込先
銀行店コード

機構三郎

⑧

買入請求(中途奥金)の際に、①儉言胆
、'ノ

にぶし、省蒔写の,の'

から毛〒.で窒▲〒,》司丘畢二'.耳セン 匂^

の寺甲畴'をさせていただきま・。会計担

当役員等がいなし暘合は、会言卜1旦当以外の

役員の方を必ずご言己入ください。また、代

表者の方がご司湧生等の場合の緊急連絡先と

して、②(管理餅士等の連絡先)について

もご言己入ください。なお、イ弌表者上汐+の連

ホ各先として登録された方に積立内容等を確

認させていただくことがあります。

印

00

受付日

権
限
者

64

金融支構

日本
コウラクコー

後楽コ
、

ご記入いただきましたら、 1枚目と2枚目を添付書
(24-34ページ参§引とともにみずほ銀行証券部
宛てご返送ください。
※3枚目は積立組合控となっていますので送付不要
です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく
ださい。

0000

00

クミアイ

t管理組合

0000

0000

.

0

規りに定めらた立組合の名と同一である」と。

ること。
の口座であること(証券会社及び保険会社の口座は指定できません。)。

担
当
者

再
鑑

4
旧
届
出
印

担
当
者

再
鑑

日止廃
権
限
者

備
考



4 変更手続時(元利金自動振込先口座のみの変更の場合)

登録内容の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)

記入日をご記入ください。

記入不要

,・・・・・く太枠内は全て記入して<ださい。>ー・・「

利息、償還金及び買入代金のお受取にご使用さ

れる口座の情報を正確にご記入ください」旦座

名義(フりガナを含みます。)は省略せずにご

記入ください。)。

元利金自動振込先口座について

ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための口

座で、次の条件を全て満たす口座としてください。

・積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が

管理規約に定められた積立組合の名称と同一で

ある

普通預金又は当座預金(定期預金、金銭信託等

はご指定できません。)

銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同組

漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀行等
一△、

[コ、

の国内店舗の口座信正券会社、保険会社の口座

はご指定できません。)

変更月1」

※この書類のほか、ご提出いただく書類等は27ページをご覧ください。
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00000

000 0000

東京

後楽0-0-0

コウラクコーポカンリクミアイ

後楽コーポ管理組合

0000 00

、

住宅花子

0マンション管理

中央

000 0000

東京@
後楽0-0-0

後楽コーポ101号室

0000
コウ ロウタク

後楽太郎

00

東京⑳

00課

文京

,・<太枠内は全て記入し、押印ください。>『

.

書き損じの場合は、訂正箇所に届出印を押印ください。

「積立手帳」をご覧いただき、「積立組

合番号」 Bで始まる6桁の番号)をご

記入ください。

.

00支店

八重洲0-0-0

00

文京

後

機構三郎

伺

、,
ー、

変更する内容にかかわらず、全て記入

押印してください(フりガナも必ず

記入ください。)。

※代表者氏名欄は必ず自署してください

また、届出印は鮮明に押印ください。

買入請求(中途換金)の際に、①(金

計担当役員等の方の連絡先)に対し、

機構(住宅債券事務センター)から電

話で買入請求の意思確認をさせていた

だきます。会計担当役員等がいない場

00

印

日
コウラクコーオノリクミアイ

後楽コーt管理組合

0000 0000

0000 0000

0000000

合は、会計担当以外の役員の方を必ず

ご記入ください。また、代表者の方が

ご不在等の場合の緊急連絡先として、

②(管理会社等の連絡先)1こついてもご

記入ください。なお、代表者以外の連

絡先として登録された方に積立内容等

を確認させていただくことがあります。

ご記入いただきましたら、 1枚目と2枚目を添付書

類(27ページ参§引とともにみずほ銀行証券部宛て

ご返送ください。

※3枚目は積立組合控となっていますので送付不要

です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく

ださい。

4
旧
届
出
印



5 買入請求(中途換金の申出)をする時

債券買入請求書

※複数の積立をされている場合は、
積立手帳ごとに作哉してくださ
い。

積立組合の名称・所在地をご記入ください。

代表者の方の氏名を自署してください(ゴ

ム印万ミ可)。

会計担当役員等の方の氏名・連絡先を必

ずご記入ください。機構住宅債券事務セ

ンターより買入請求の意思確認をさせて

いただきます。なお、意思確認がとれ次

第、買入請求の手続を進めさせていただ

きます(賀入請求の意思確認ができない

場合は、買入代金及び経過利息をお支払

できませんのでご了承ください。)。日中

ご連絡のとれる連絡先をご記入ください。

※太枠の中を自署にて記入・押印し、1枚目・ 2枚目をみずほ銀行(事巷託銀行)証券部あて送付してください。

住宅金支援機構「ンションすまい・る債」

債券買 請求

独立行政法人住宅金融支援機構御中

積み立てた債券全てについて中途換金

をご希望する場合は「U に0をつけ

てください。

また、今後積立ての継続をご希望さ

れる場合.は「希望する」に、積立ての

継続をご希望されない場合は「希望し

ない」に0をつけてください。

積み立てた債券の一部について中途換

金をご希望される場合は「2」に0を

つけてください。

また、中途換金をご希望する口数及

び金額をご記入ください(1口は50万

円(2002年度以前の積立開始分は10

100万円)で、口数単位のご希望とし

西暦

私どもマンション管理組合が積み立てている「マンションまい・る債」の買入消却を、下記の内容のとおり請求します。
(申請者)

名 動、

代表者氏名
印(自署)

※臼中に連絡がとれる左記役員等の方の連絡先をご記入ください。役員等氏名(フりガナ) 00000 000会計担当役員

住宅花子 TEL ( )ー( 0000 )ー( 0000 )等の連絡先

をご記入ください。複数の積立手帳にわたる場合は、積立手(注1)「積立手帳番号」欄には、買入請求する積立手帳番
帳番号ごとに作成してください。

(注2)「名称」・「所在地」、「代表者氏名」欄には、現在届出られている内容を最新の「残高証明書」等でご確認の上、
ご記入ください。なお、代表者氏名に変更がある口には、変更後の内容でご記入ください。別途、代表者変更
手続が必要です。

(注3)「届出印」欄には、お届け印を押印してください。
(注4)「会計担当役員等の連絡先」欄には、現在の会計担役員など、理事長以外の役員等氏名を必ずご記入ください。
機構より買入請求の意思確認をさせていただくとしもに、今回ご記入いただいた連絡先に登録内容を更新させて
いただきます。

、必要項目をご記入ください。(買入請求の内容)選択する番号、内容に0をご記入
※1希望しない)1.全部(今後の積立継続を希望す

合は、積立継続希望とさせていただきます。※1・この欄にご記入されていな、
てを中止している場合は、「希望しない」に0を付けてください。・10回の積立てを完了又は積

0 万円)※2買入請求額 一部( 口2

・1口から買入可能です。※2

.1口あたりの金額は、積立鞭番号により異なりますので、ご注意ください。
(積立手帳番号(10桁)の下桁が11→ 10100万円、 12→ 1050 万円)

1.共用部分の修繕工事費用に充てる
返済に充てる。買入れの理由 2.共用部分の修繕工事に係る借入
〕(伊上管理組合が解散する。)3.その他〔

ご確認の上、買入請求額欄に必要事項をご記入ください。(注1)最新の「残高証明書」、「買入計算書」で現在の残
立てた時期の古い順に債券を買入消却します。(注2)買入請求額欄で「2.一部」を選択された場合、

(注3)以下の債券は、買入消却の対象となりません。
・発行から2か月以内の債券(第2回~第 10回のて)
・買入代金の支払日が満期償還月と同じ月(発行 0年後の2月)となる債券

【本請求書ご提出にあたって】
入請求のお手続には、本求書のほかに、「積立手」ご出が必要です。ご

・積立組合の名称と積立手帳番号はお客さまを特定する大な項目ですので、積立手帳と照合し、省略、記入もれ、お
間違えのないよう特にご注意ください。
・買入代金は、ご指定いただいている「元利金自動振込先」に振込みます。
・本請求書と「積立手帳」を1日から 15日(消印有効)まで送付し、かっ、20日(銀行休業日に当たる場合は前営業日)
までにみずほ銀行証券部に到着し、内容に不備がなく、にょる買入請求の意思確認がとれたものは、翌月10日(銀
行休業日に当たる場合は前営業日)にお振込みします。意゛確認後に発送する買入計算書にて、買入内容と振込予定日
をご確認ください。
.「元利金自動振込先口座」に変更がある場合は、「登録内の変更届出書(元利金自動振込依頼書兼用)」を併せてご提
出願います。このお手続が買入請求と同時にされなかっ場合には、買入代金の振込みが遅れたり、送金戻り及び再
送金に係る組戻・振込手数料をいただくことがあります'

所在地

※この書類のほか、積立手帳(原本)が必要となります。詳しくは19ページをご覧ください。

積立手帳
後楽コーポ管理組合

号番

東京都文京区後楽一0-0

住構次郎

68

届出印を鮮明に押印ください。

てください。)。

67

①(みずほ銀行送付用)

※この記入例は、2003年度以降の積立開

始分(1050万円単位)の場合です。

2002年度以前の積立開始分は 10100

0010!00 @

^..

万円単位でご記入ください。

000,0

●書き損じの場合は、訂正箇所に届出印を

押印ください。

※1口の積立額の単位は

積立手帳番号(10桁)の下2桁が

11→ 10100万円

12→ 1050万円

権限者精査担当者照

印

記入日をご記入ください。

(金融機関使用欄)

買入れの理由の該当する番号に0をつけ

てください。なお、 B.その他」に0

をつけた場合は、具体的な理由を括弧内

にご記入ください。

ご記入いただきましたら、 1枚目と2枚目を「積立

手帳」と一緒にみずほ銀行証券部宛て、ご返送くだ

さし、。

※3枚目は積立組合控となっていますので送付不要

です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく

ださい。

「積立手帳」をご覧いただき、「積立手帳

番号」をご記入ください。
届
出

合

〒

積
立
組
合
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マンションすまい・る債に関するお問合せ先
【「マンションすまい・る債」の積立てに関するお問合せに当たって】
積立金振込期間後の手続には一切応じられませんので、ご注意願います。
なお、積立用書類の到着確認に関するお問合せには応じかねます。期限{こは余裕をもってご送
付くださいますよう、お願いします。

マンションすまい.る債の募集内容や残高証明書の内容に関するお問合せ先

住宅金融支援機構お客さまコールセンター住宅債券専用ダイヤル

m20-0860-23
※このしおりでは、『住宅債券専用ダイヤル』と記載しています。

●営業時問 9:00~17:00 (土日、祝日、年末年始は休業)

●国際電話等でご利用いただけない場合は、次の番号におかけください(通話料金がかかり
ます。)。

電話:048-615-2323

●月曜日や祝日明けはお電話が混み合って、つながりにくい場合がありますのでご了承くだ
さし、。

●お電話の内容は、相談サービスの質の向上と内容を正確に承るため、録音させていただい
ております。

●お電話がっながると自動音声が流れますので、「1」を押してください。ご案内の途中で

押してぃただいてもおっなぎすることができます(ダイヤル回線の方は、「*」ボタンや

「#」ボタン等を押してプッシュトーンに切り替えてください。)。
■積立開始後の残高などの照会にっきましては、お客さま情報保護の観点から、登録いただいて
いる積立組合の代表者の方理事長等及び委託を受けている管理会社の方に限り回答していま
このため、電話照会時に、積み立ていただいている積立手帳番号、積立組合名や代表者の方0

の氏名など(このほか、委託を受けている管理会社の方には管理会社名など)あらかじめ登録いた
だいた積立内容のわかる事項等の確認をさせていただいております。この確認ができない場合、
ご照会にお答えできませんので、ご了承ください。

頂r!主曼三金融嘉淫熊炉^ JapanHousingFinanceAgency

マンションすまい.る債の積立用書類の返送先・積立手続事務の取扱いに関するお問合せ

みずほ銀行証券部証券管理室証券事務チーム(事務受託銀行)
〒108-6009 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟 TEL:03-5252-6017
※このしおりでは、「みずほ銀行証券部」と記載しています。

住宅金融支援機構ホームページ(マンション管理組合のお客さま向けぺージ)

https://VVVVVV.jhf.go.jp/10an/kanrvsmile/index.htm{
※「マンションすまい・る債」の最新情報や各種手続をご覧いただけるほか、変更届等の書式がダウンロ
ドできます。


